
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀松

浦

章

要
旨
：
清
代
廣
東
の
廣
州
に
来
航
し
た
英
国
の
貿
易
船
は
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
か
ら
派
遣
さ
れ
た
貿
易
船
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か

で
、
乾
隆
二
十
年
（
一
七
五
五
）
頃
よ
り
、
貿
易
港
の
廣
州
以
北
の
浙
江
寧
波
な
ど
に
来
航
し
て
貿
易
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
清
朝
は
乾

隆
二
十
二
年
（
一
七
五
七
）
十
一
月
に
、
英
国
船
の
浙
江
へ
の
来
航
を
厳
禁
し
、
廣
州
港
の
み
で
の
交
易
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
こ
の
間

に
し
ば
し
ば
浙
江
寧
波
に
来
航
し
た
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
人
物
に
中
国
名
洪
任
、
洪
任
輝
こ
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
リ
ン
ト

（
Jam
es
Flint）
が
い
る
。
彼
は
寧
波
に
お
い
て
廣
州
の
行
商
を
経
ず
し
て
、
中
国
国
内
の
商
人
と
直
接
に
湖
絲
や
茶
葉
な
ど
の
交
易
を

行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
洪
任
輝
は
清
朝
官
憲
に
拿
捕
さ
れ
収
監
さ
れ
る
。
洪
任
輝
が
拿
捕
さ
れ
る
以
前
に
、
交
易
を
行
っ
て
い

た
中
国
国
内
商
人
と
し
て
徽
商
汪
聖
儀
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
汪
聖
儀
は
清
代
安
徽
省
徽
州
府
の
婺
源
縣
生
員
で
あ
っ
て
、
彼
の
子
供
で

あ
る
汪
蘭
秀
も
洪
任
輝
に
関
係
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
本
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
交
易
し
た
徽
商
汪
聖
儀
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
述
べ
る

も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
清
代

廣
州
貿
易

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社

洪
任
輝

徽
商
汪
聖
儀

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
（
松
浦
）
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一

緒
言

二

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
寧
波
貿
易

三

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀

四

結
語

一

緒
言

『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
九
十
七
、
乾
隆
二
十
四
年
九
月
癸
亥
（
十
六
日
）
の
条
に
、

諭
軍
機
大
臣
等
、
前
以
番
商
洪
任
輝
、
控
訴
呈
詞
。
必
係
內
地
人
代
寫
。
令
新
柱
等
悉
心
查
究
。
今
據
奏
、
訊
得
與
洪
任
輝
貿
易
之

陳
祖
觀
等
供
。
有
婺
源
縣
生
員
汪
聖
儀
、
同
子
汪
蘭
秀
、
曾
借
洪
任
輝
資
本
。
前
在
寧
波
、
江
蘇
、
各
處
代
為
經
理
。
或
係
彼
所
指

使
等
語
。

（
1
）

と
見
ら
れ
、
番
商
洪
任
輝（

2
）の
供
述
に
よ
っ
て
中
国
内
地
の
商
人
と
し
て
関
係
し
た
人
物
に
安
徽
省
徽
州
府
婺
源
縣（

3
）の
生
員
汪
聖
儀
と
そ
の

子
の
汪
蘭
秀
の
名
が
知
ら
れ
、
汪
聖
儀
等
は
洪
任
輝
に
代
わ
っ
て
、
寧
波
や
江
蘇
な
ど
の
各
地
に
お
い
て
洪
の
代
理
と
し
て
商
業
行
為
を

行
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
こ
の
番
商
洪
任
輝
と
は
ど
こ
の
国
の
商
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
六
百
四
十
九
、
乾
隆
二
十
六
年
十
一
月
辛
亥
（
十
七
日
）
の
条
に
、

諭
軍
機
大
臣
等
、
蘇
昌
等
奏
酌
辦
夷
情
一
摺
。
其
於
𠸄
咭
唎
夷
商
投
遞
番
文
懇
求
釋
放
洪
任
輝
及
請
免
歸
公
規
例
等
事
。

（
4
）

と
あ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
商
人
が
洪
任
輝
の
釈
放
と
公
的
規
制
の
免
除
を
嘆
願
す
る
書
翰
を
送
っ
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

關
西
大
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ら
洪
任
輝
は
英
国
商
人
の
関
係
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
代
に
登
場
す
る
の
は
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
関
係
者
以
外
に

は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
洪
任
輝
は
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
に
属
し
て
い
た
人
物
と
言
え
る
。

そ
こ
で
本
論
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
寧
波
貿
易

『
高
宗
實
錄
』
卷
百
九
十
八
、
乾
隆
八
年
（
一
七
四
三
）
八
月
甲
寅
（
四
日
）
の
条
に
、
英
国
船
の
動
向
が
知
ら
れ
る
。

諭
、
據
署
廣
東
總
督
策
楞
等
奏
、
上
年
十
一
月
內
、
𠸄
咭
唎
國
巡
哨
船
隻
、
遭
風
壞
船
、
飄
至
澳
門
海
面
、
并
遣
夷
目
撐
駕
三
板
小

船
、
徑
至
省
城
、
懇
求
接
濟
水
米
、
沿
途
水
塘
汛
弁
、
絕
無
盤
詰
稽
查
、
後
經
督
撫
准
令
灣
泊
內
海
、
接
濟
口
糧
、
採
買
木
料
、
修

理
船
隻
、
俟
風
信
便
時
、
飭
令
出
口
。

（
5
）

乾
隆
八
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
英
国
の
巡
哨
船
が
遭
難
し
て
澳
門
（
マ
カ
オ
）
近
海
に
漂
流
し
て
来
て
、
小
型
船
を
出
し
て
、
水
や
食

料
を
求
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
彼
ら
は
船
舶
を
修
理
し
て
出
港
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、『
高
宗
實
錄
』
卷
四
百
七
十
六
、
乾
隆
十
九
年
（
一
七
五
四
）
十
一
月
己
丑
（
十
四
日
）
の
条
に
、
英
国
船
の
水
夫
に
関
す

る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

諭
、
據
楊
應
琚
、
鶴
年
、
所
奏
、
咈
囒
哂
國
夷
目
𠺮
𡀂
氏
。
槍
傷
𠸄
咭
唎
國
水
手
喳
𠶠
啵
啷
身
死
一
案
。
外
洋
夷
人
。
互
相
爭
競
。

自
戕
同
類
。
不
必
以
內
地
律
法
繩
之
。
所
有
𠺮
𡀂
氏
。
著
交
該
夷
船
帶
回
咈
囒
哂
國
。
并
將
按
律
應
擬
絞
抵
之
處
。
行
知
該
夷
酋
。

令
其
自
行
處
治
。
該
督
撫
仍
嚴
切
曉
諭
各
國
夷
船
。
嗣
後
毋
再
逞
兇
滋
事
。
並
不
時
委
員
彈
壓
。
俾
其
各
知
畏
法
。
安
分
貿
易
可

也
。

（
6
）

フ
ラ
ン
ス
人
が
英
国
人
の
水
手
を
死
傷
さ
せ
た
事
件
で
あ
る
が
、
中
国
の
律
法
で
の
捕
縛
は
難
し
く
、
加
害
者
を
フ
ラ
ン
ス
船
に
搭
乗

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
（
松
浦
）
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さ
せ
フ
ラ
ン
ス
へ
帰
国
さ
せ
る
よ
う
に
計
ら
れ
た
。
以
後
、
こ
の
よ
う
な
事
件
を
生
じ
な
い
よ
う
に
し
、
平
穏
に
貿
易
を
行
う
よ
う
に
処

置
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
英
国
船
の
中
国
へ
の
来
航
の
頻
度
が
多
く
な
っ
た
た
め
に
発
生
し
た
出
来
事
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
件
が
あ
っ
て
ほ
ど
な

く
、
英
国
船
が
寧
波
近
海
に
現
れ
る
。

乾
隆
二
十
年
（
一
七
五
五
）
五
月
十
一
日
付
の
浙
江
提
督
武
進
陞
の
奏
摺
に
、
イ
ギ
リ
ス
船
が
浙
江
の
定
海
近
海
に
現
れ
た
こ
と
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。

本
月
［
四
月
］
二
十
三
日
有
紅
毛
彝
船
一
隻
到
港
、
卑
職
随
即
會
同
定
海
縣
、
親
詣
查
驗
、
驗
得
船
身
約
有
八
、
九
丈
長
、
樑
頭
一

丈
七
八
尺
、
該
船
請
有
管
理
粵
海
關
税
務
、
內
務
府
佐
領
李
商
照
一
紙
、
內
有
護
船
鳥
鎗
八
桿
、
生
鐵
紅
衣
砲
六
位
、
查
其
人
數
、

有
番
梢
並
商
人
・
随
厮
等
五
十
八
名
、
內
紅
毛
人
五
名
、
內
一
名
洪
任
能
通
漢
語
、
又
鬼
子
五
名
。
又
有
髪
辮
名
、
係
廣
東
香
山
縣

人
。
又
番
梢
並
小
厮
共
四
十
名
、
倶
無
髪
辮
係
廣
東
澳
門
人
。
船
內
装
有
夾
板
箱
數
十
隻
、
並
無
別
貨
。
據
稱
、
係
上
年
正
月
間
、

自
鶯
蛤
蜊
出
口
、
即
紅
毛
住
家
、
於
六
月
間
、
到
澳
門
、
本
年
正
月
二
十
日
、
領
給
護
照
、
於
三
月
二
十
四
日
開
船
、
四
月
二
十
三

日
到
此
。
因
従
前
祖
上
曾
到
此
、
做
過
生
理
、
要
往
寧
波
、
置
買
湖
絲
・
茶
葉
等
貨
。
…（

7
）

乾
隆
二
十
年
四
月
二
十
三
日
に
紅
毛
船
が
舟
山
列
島
の
定
海
に
現
れ
、
浙
江
提
督
武
進
陞
は
定
海
縣
の
知
縣
と
共
に
直
ち
に
同
船
を
調

査
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
船
は
全
長
が
八
丈
、
九
丈
約
二
五
ｍ
か
ら
二
九
ｍ
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
た
船
で
あ
っ
た
。
同
船
は
粵
海
関
の

通
関
手
続
き
を
終
え
て
お
り
、
船
内
に
大
砲
な
ど
を
装
備
し
て
い
た
。
同
船
の
乗
員
は
五
八
名
で
そ
の
内
の
五
名
が
紅
毛
人
で
あ
り
、
さ

ら
に
そ
の
乗
員
の
一
人
が
「
洪
任
能
通
漢
語
」
と
、
中
国
語
に
通
じ
た
「
洪
任
」
と
言
う
人
物
が
乗
船
し
て
お
り
、
清
朝
官
憲
と
交
渉
し

た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
英
国
商
人
等
が
寧
波
で
の
貿
易
で
求
め
た
も
の
は
湖
州
産
の
生
絲
や
中
国
産
の
茶
葉
で
あ
っ
た
。

続
い
て
五
日
後
の
五
月
十
六
日
付
の
閩
浙
總
督
革
職
留
任
の
喀
爾
吉
善
と
浙
江
巡
撫
の
周
人
驥
の
奏
摺
に
、
通
事
洪
任
の
供
述
が
記
録
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さ
れ
て
い
る
。

據
通
事
禀
稱
、
我
叫
洪
任
此
紅
毛
國
人
、
商
人
叫
喀
唎
生
、
上
年
正
月
、
在
本
國
出
洋
、
於
六
月
內
、
到
廣
東
賣
了
貨
、
聞
得
寧
波

交
易
公
平
、
領
了
粵
海
關
照
、
要
到
寧
買
蠶
絲
・
茶
葉
等
物
、
随
於
四
月
二
十
九
日
、
派
撥
兵
役
護
送
、
到
寧
波
府
住
歇
李
元
祚
洋

行
、
現
在
招
商
買
賣
等
情
。

（
8
）

洪
任
の
供
述
で
は
、
彼
は
英
国
人
で
、
商
人
喀
唎
生
と
と
も
に
乾
隆
十
九
年
正
月
に
英
国
を
出
帆
し
て
六
月
に
は
廣
東
に
到
着
し
、
取

引
を
終
え
た
。
そ
こ
で
寧
波
で
は
交
易
は
公
平
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
き
得
た
の
で
、
粵
海
関
に
お
い
て
通
航
証
を
領
収
し
、
寧
波

に
来
港
し
て
生
絲
や
茶
葉
を
購
入
し
よ
う
と
考
え
、
四
月
二
十
九
日
に
兵
船
の
護
衛
を
伴
っ
て
寧
波
に
到
着
し
、
洋
行
の
李
元
祚
の
所
に

宿
泊
し
て
、
商
人
を
集
め
て
交
易
を
行
お
う
と
し
て
い
た
。

ま
た
乾
隆
二
十
年
七
月
初
七
日
付
の
兩
廣
総
督
楊
應
琚
の
奏
摺
に
は
、

本
年
四
月
、
有
往
寧
波
貿
易
之
番
船
一
隻
、
到
港
內
、
…
即
係
澳
門
原
編
二
十
三
號
、
夷
商
華
猫
殊
之
船
、
縁
有
紅
毛
國
即
英
吉
利

國
夷
商
洪
任
、
往
返
粵
東
貿
易
年
久
、
携
帯
銀
兩
、
與
同
國
夷
商
霞
里
笋
等
、
雇
搭
華
猫
殊
之
船
、
出
外
貿
易
。
本
年
正
月
內
、
具

呈
粵
海
關
給
有
印
照
、
於
三
月
二
十
四
日
開
行
。

（
9
）

と
あ
る
よ
う
に
、
寧
波
に
貿
易
に
現
わ
れ
た
紅
毛
船
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
商
人
の
洪
任
が
乗
船
し
て
い
た
も
の
で
、
洪
任
は
長
年
廣
東
貿
易

に
従
事
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
搭
乗
し
て
き
た
船
は
、
澳
門
港
に
登
録
さ
れ
た
二
十
三
号
船
で
外
国
商
人
華

猫
殊
の
船
で
あ
っ
た
。
こ
の
船
に
英
国
商
人
の
霞
里
笋
等
と
一
緒
に
搭
乗
し
、
粵
海
関
に
お
い
て
通
航
証
を
得
て
、
三
月
二
十
四
日
に
出

帆
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
よ
り
以
前
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
寧
波
貿
易
へ
の
拡
大
を
企
図
し
て
い
た
。
モ
ー
ス
（
H
.B.M
orse）
の
『
東
印
度

公
司
対
華
貿
易
編
年
史
』
第
一
巻
、
第
二
十
九
章
に
そ
の
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
（
松
浦
）
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一
七
五
三
年
。
董
事
部
熱
望
重
新
開
展
寧
波
的
貿
易
、
并
發
出
詳
細
訓
令
、
指
示
進
行
的
方
向
。
另
指
派
廣
州
商
館
通
事
洪
任
輝
、

随
同
前
往
寧
波
。
董
事
部
爲
了
加
強
学
習
中
国
語
文
知
識
、
又
派
兩
位
青
年
前
往
廣
州
学
習
、
費
用
由
公
司
負
担
。

（
10
）

一
七
五
三
年
、
乾
隆
十
八
年
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
取
締
役
会
は
寧
波
で
の
取
引
の
再
開
を
熱
望
し
、
詳
細
な
指
示
を
出
し
た
。
こ
の
た

め
廣
州
商
館
の
通
事
洪
任
輝
は
、
寧
波
に
行
く
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
取
締
役
会
は
中
国
語
の
知
識
の
学
習
を
強
化
す
る
た
め
、

廣
州
に
二
人
の
若
者
を
派
遣
し
、
会
社
の
費
用
で
勉
強
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
東
イ
ン
ド
会
社
は
廣
州
で
の
取
引
よ
り
寧
波
で
の
貿
易
拡

大
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

洪
任
の
乗
船
し
た
船
に
続
い
て
、
英
国
船
が
浙
江
に
来
航
し
た
。
乾
隆
二
十
年
六
月
二
十
二
日
付
の
閩
浙
總
督
革
職
留
任
の
喀
爾
吉
善

と
浙
江
巡
撫
周
人
驥
の
奏
摺
に
、

據
護
海
關
事
寧
紹
台
道
羅
源
浩
禀
稱
、
五
月
二
十
九
日
、
續
到
紅
毛
夾
板
大
船
一
隻
、
泊
定
海
縣
衜
頭
洋
地
方
、
據
通
事
梁
汝
鈞
禀

稱
、
通
船
商
人
梢
共
一
百
六
名
、
護
船
礮
械
九
十
件
、
番
銀
二
十
二
萬
兩
、
並
黑
鉛
・
哆
囉
呢
等
貨
、
係
與
前
船
船
喀
唎
生
一
起
等

語
。

（
11
）

と
あ
り
、
護
海
關
事
寧
紹
台
道
羅
源
浩
の
報
告
か
ら
、
五
月
二
十
九
日
に
、
先
の
英
国
船
に
続
い
て
大
型
の
夾
板
船
が
続
い
て
定
海
近
海

に
現
れ
、
通
事
の
梁
汝
鈞
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
全
船
に
一
〇
六
名
が
搭
乗
し
、
外
国
銀
二
二
万
両
と
黒
鉛
そ
し
て
織
物
の
哆
囉
呢
な
ど
を

搭
載
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
隻
の
寧
波
貿
易
の
状
況
に
つ
い
て
乾
隆
二
十
年
十
二
月
初
三
日
付
の
浙
江
巡
撫
周
人
驥
の
奏
摺
に
よ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
っ

た
。

督
令
護
海
關
事
寧
紹
台
道
羅
源
浩
派
撥
兵
役
、
小
心
防
護
、
嚴
諭
商
牙
人
等
、
公
平
交
易
在
案
、
茲
據
該
道
詳
稱
、
除
先
到
之
商
船

一
隻
、
係
番
商
在
廣
東
嶴
門
地
方
、
雇
送
銀
兩
來
浙
、
並
無
貨
物
装
載
、
已
於
夾
板
船
到
後
、
先
行
領
照
回
粵
外
、
所
有
夾
板
船
出

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
三
巻
第
一
・
二
合
併
号
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入
貨
物
、
照
部
頒
則
例
、
徴
収
共
徴
正
税
銀
三
千
五
百
二
十
二
兩
零
、
飯
食
火
耗
銀
二
千
百
二
十
七
兩
零
、
除
解
支
經
費
銀
九
百
九

兩
零
外
、
共
正
耗
税
銀
四
千
七
百
四
十
一
兩
零
。
臣
覆
核
無
異
、
除
飭
令
番
商
回
棹
、
並
將
正
耗
各
税
造
冊
、
具
題
外
、
理
合
恭
摺

奏
明
。

（
12
）

護
海
關
事
寧
紹
台
道
羅
源
浩
が
、
二
隻
の
英
国
船
へ
の
課
税
の
状
況
を
報
告
し
た
。
二
隻
の
英
国
船
の
内
、
最
初
の
船
に
は
搭
載
貨
物

は
無
か
っ
た
。
そ
の
後
の
船
に
つ
い
て
の
課
税
は
、
正
税
が
銀
三
、
五
二
二
両
、
飲
食
費
に
相
当
す
る
費
用
と
し
て
飯
食
火
耗
銀
が
二
、
一

二
七
両
で
あ
り
、
合
計
五
、
六
四
九
両
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
経
費
の
「
解
支
經
費
」
銀
九
〇
九
両
を
差
し
引
く
と
四
、
七
四
〇
両
と
な

り
、
報
告
の
「
正
耗
税
」
が
銀
四
、
七
四
一
両
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
英
国
夾
板
大
船
一
隻
で
四
、
七
四
一
両
の
税
収
が
浙

江
海
關
に
納
入
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
二
隻
は
、
閩
浙
總
督
革
職
留
任
の
喀
爾
吉
善
と
浙
江
巡
撫
周
人
驥
の
乾
隆
二
十
一
年
（
一
七
五
六
）
正
月
二
十
四
日
付
の
奏
摺
に

よ
る
と
、

其
先
到
一
船
、
已
於
十
月
初
五
日
出
口
、
仍
押
令
回
粵
聴
候
、
粵
省
騐
照
放
行
、
後
到
之
船
、
於
十
二
月
二
十
六
日
、
即
由
定
海
洋

面
、
開
駕
回
國
、
查
明
並
無
夾
帶
違
禁
貨
物
、
及
內
地
人
口
半
年
以
來
、
亦
無
滋
生
事
端
、
所
有
番
船
回
棹
縁
由
、
…（

13
）

と
あ
る
よ
う
に
、
洪
任
す
な
わ
ち
洪
任
輝
が
搭
乗
し
て
い
た
最
初
の
船
は
十
月
初
五
日
に
、
後
か
ら
来
た
大
型
船
は
十
二
月
二
十
六
日
に

定
海
洋
面
よ
り
帰
帆
し
た
の
で
あ
っ
た
。
二
隻
の
英
国
船
は
半
年
有
余
に
わ
た
り
寧
波
近
海
に
碇
泊
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

乾
隆
二
十
一
年
六
月
二
十
一
日
付
の
浙
江
提
督
武
進
陞
の
奏
摺
に
よ
る
と
、
次
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

本
年
六
月
十
七
日
、
准
定
海
鎭
臣
陳
林
毎
札
稱
、
本
月
十
五
日
聞
旗
頭
洋
収
泊
紅
毛
番
船
一
隻
。
當
即
委
令
營
外
委
千
總
馬
乾
泰
兆

赴
該
彛
船
。
查
騐
去
後
十
六
日
、
據
該
弁
覆
稱
、
查
得
英
吉
利
國
紅
毛
船
一
隻
、
船
戸
噶
喇
吩
、
於
上
年
十
月
由
該
本
國
開
棹
、
至

五
月
初
至
噶
喇
吧
、
即
同
去
歳
來
過
彛
商
味
啁
、
通
事
洪
任
駕
船
來
寧
、
於
六
月
十
五
日
、
午
刻
収
泊
旗
頭
洋
、
汛
統
船
人
數
、
查

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
（
松
浦
）
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共
一
百
七
名
、
內
黑
鬼
一
名
、
船
身
長
十
四
丈
、
濶
二
丈
六
尺
、
桅
三
道
、
大
小
杉
板
三
隻
、
紅
衣
砲
二
十
六
位
、
火
藥
四
百
觔
、

鐵
彈
五
十
個
、
刀
二
十
把
、
鳥
鎗
三
十
桿
、
装
載
哆
囉
・
嗶
嘰
・
海
參
・
白
籘
等
貨
、
并
番
錢
三
十
八
箱
、
毎
箱
四
千
個
等
、
因
札

知
前
來
、
…
據
牙
行
郭
益
隆
報
稱
、
十
六
日
夜
、
有
紅
毛
英
吉
利
國
彛
商
味
啁
・
洪
任
等
二
十
五
名
、
駕
杉
板
二
隻
、
随
帶
夾
板
箱

一
十
餘
隻
、
進
寧
港
、
大
船
仍
泊
旗
頭
洋
、
今
紅
毛
彛
商
原
住
新
道
頭
地
方
、
其
随
帶
貨
物
、
俟
海
關
騐
明
、
另
報
等
情
。
…（

14
）

英
国
船
一
隻
が
再
び
定
海
近
海
に
現
れ
た
。
こ
の
船
は
前
年
十
月
に
本
国
を
出
帆
し
て
、
来
航
し
て
き
た
も
の
で
、
船
に
は
一
〇
七
名

が
搭
乗
し
、
船
の
全
長
は
十
四
丈
、
お
よ
そ
四
五
ｍ
、
幅
二
・
六
丈
、
約
八
・
三
ｍ
に
も
な
る
大
型
船
で
あ
っ
た
。
大
砲
・
火
薬
・
銃
弾
・

刀
・
鳥
鎗
な
ど
を
装
備
し
て
い
た
。
積
荷
は
織
物
の
哆
囉
呢
や
嗶
嘰
の
他
に
海
參
や
白
籘
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
番
銭
三
八
箱
が
あ
り
こ

の
一
箱
に
は
四
、
〇
〇
〇
個
の
外
国
銭
が
収
納
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
寧
波
の
牙
行
と
思
わ
れ
る
郭
益
隆
の
報
告
に
よ
る
と
、

十
六
日
夜
に
小
型
舟
の
二
隻
に
英
国
商
人
の
味
啁
と
洪
任
等
二
五
名
が
乗
り
組
ん
で
、
夾
板
箱
一
〇
余
箱
を
伴
っ
て
寧
波
の
港
に
入
っ
て

き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
船
は
、
七
月
初
九
日
付
の
鎮
守
浙
江
定
海
總
兵
官
の
陳
林
毎
の
報
告
か
ら
、

當
查
該
夷
船
、
船
名
噶
喇
吩
、
連
舵
水
番
梢
共
一
百
零
七
名
、
船
內
帶
有
防
護
鎗
炮
器
械
、
装
載
哆
囉
・
嗶
嘰
・
海
參
・
白
籘
等
貨
、

并
番
錢
三
十
八
箱
、
前
來
貿
易
、
現
在
灣
泊
定
港
等
情
、
…（

15
）

と
あ
る
よ
う
に
、
船
名
が
噶
喇
吩
（
Galafen）
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
さ
に
寧
波
へ
貿
易
に
来
た
船
で
あ
っ
た
。

東
イ
ン
ド
会
社
の
航
海
記
録
を
ま
と
め
た
A
nthony
Farrington
の
Catalogue
ofE
astIndia
Com
pany
Ship’s
Journals
and

Logs
1600-1834
に
よ
れ
ば
、
一
七
五
六
年
に
Chusan（
舟
山
）
に
来
航
し
た
船
に
Griffin（
格
里
芬
Gelifen）
号
が
知
ら
れ
る
。

同
船
の
航
海
記
録
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

CaptT
hom
as
D
ethick

關
西
大
學
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文
學
論
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D
ow
ns
21
O
ct1755

—
31
Jan
1756

StH
el ena

—
16
M
ay
Batavi a

—
31
Jul Chusan

—
28
Fev

1757
M
al acca

—
28

Jun
StH

el ena
—
17
A
ug
A
scensi on

—
27
A
ug
Fernando

Loronho
—
30
N
ov
D
ow
ns （

16
）

こ
の
記
録
を
清
朝
の
暦
と
あ
わ
せ
る
と
、
一
七
五
五
年
一
〇
月
二
一
日
（
乾
隆
二
十
年
九
月
十
六
日
）
出
帆
、
一
七
五
六
年
一
月
三
一

日
（
乾
隆
二
十
一
年
正
月
一
日
）
に
南
ア
フ
リ
カ
沖
の
英
国
領
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
、
一
七
五
六
年
五
月
十
六
日
（
乾
隆
二
十
一
年
四
月
十
八

日
）
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
バ
タ
ヴ
ィ
ア
、
一
七
五
六
年
七
月
三
一
日
（
乾
隆
二
十
一
年
六
月
十
六
日
）
に
舟
山
、
一
七
五
七
年
二
月
二
十

八
日
（
乾
隆
二
十
二
年
正
月
二
十
二
日
）
に
マ
ラ
ッ
カ
、
一
七
五
七
年
六
月
二
八
日
（
乾
隆
二
十
二
年
五
月
十
三
日
）
に
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
、

…
一
七
五
七
年
一
一
月
三
〇
日
（
乾
隆
二
十
二
年
十
月
十
九
日
）
帰
帆
し
た
と
あ
る
。

同
船
は
浙
江
提
督
武
進
陞
の
奏
摺
か
ら
乾
隆
二
十
一
年
六
月
十
五
日
、
す
な
わ
ち
西
暦
一
七
五
七
年
七
月
三
〇
日
に
定
海
近
海
に
現
れ

た
と
あ
る
か
ら
正
し
く
こ
の
Griffin（
格
里
芬
）
号
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
定
海
總
兵
官
の
陳
林
毎
の
報
告
は
正
確
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
一
七
五
五
年
即
ち
乾
隆
二
十
年
に
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
員
の
Flint（
洪
任
輝
）
と
H
arrison（
哈
里
森
）
等
が
社
命
を

受
け
て
浙
江
省
の
寧
波
、
舟
山
に
赴
き
貿
易
を
開
始
す
る
が
、
清
朝
に
と
っ
て
様
々
な
問
題
を
発
生
す
る
と
し
て
一
七
五
七
年
、
乾
隆
二

十
二
年
に
乾
隆
帝
は
上
諭
を
発
し
て
西
欧
と
の
対
外
貿
易
を
廣
州
一
港
に
限
定
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

（
17
）

こ
の
Flintこ
そ

が
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
員
で
あ
っ
て
船
で
寧
波
や
天
津
に
赴
き
漢
字
名
で
「
洪
任
」
や
「
洪
任
輝
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
た
人
物
で

あ
る
。

（
18
）

フ
リ
ン
ト
Flint洪
任
、
洪
任
輝
が
中
国
貿
易
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
矢
野
仁
一
氏
の
よ
う
に
論
著
で
触
れ
た
も
の

が
あ
る
が
、
中
国
で
も
研
究
さ
れ
て
い
る
。
特
に
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
林
樹
恵
氏
の
「
康
乾
時
期
英
船
在
中
国
沿
海
的
活
動
」

（
19
）

に
お

い
て
「
洪
任
輝
的
北
上
」

（
20
）

と
し
て
乾
隆
二
十
年
（
一
七
五
五
）
か
ら
乾
隆
二
十
四
年
（
一
七
五
九
）
ま
で
の
中
国
沿
海
に
お
け
る
貿
易
活

イ
ギ
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動
を
素
描
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
陳
東
林
氏
と
李
丹
彗
氏
に
よ
る
「
乾
隆
限
令
廣
州
一
口
通
商
政
策
及
英
商
洪
任
輝
事
件
述
論
」

（
21
）

は
中
国

第
一
歴
史
檔
案
館
が
所
蔵
す
る
硃
批
奏
摺
を
使
っ
て
洪
任
輝
の
中
国
で
の
貿
易
活
動
を
詳
述
し
て
い
る
。
林
健
氏
は
「
洪
任
輝
案
―
兼
論

乾
隆
時
期
的
対
外
貿
易
政
策
」

（
22
）

に
お
い
て
、
洪
任
輝
の
中
国
で
の
貿
易
活
動
が
、
清
朝
政
府
に
よ
る
貿
易
政
策
の
縮
小
と
言
う
方
向
を
取

ら
せ
、
そ
の
結
果
英
国
に
よ
る
ア
ヘ
ン
貿
易
や
軍
事
的
圧
力
に
よ
る
五
港
通
商
へ
と
展
開
し
て
い
く
契
機
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

洪
任
（
フ
リ
ン
ト
Flint）
の
来
華
の
最
初
の
記
録
は
、『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
十
六
、
乾
隆
二
十
一
年
七
月
乙
亥
（
九
日
）
の
条
に
見

え
る
。諭

軍
機
大
臣
等
據
武
進
陞
奏
、
六
月
十
五
日
、
寧
波
頭
洋
、
有
紅
毛
船
一
隻
收
泊
等
語
、
其
一
切
驗
放
交
易
、
自
應
照
舊
例
辦
理
、

顧
向
來
洋
船
進
口
、
倶
由
廣
東
之
澳
門
等
處
、
其
至
浙
江
之
寧
波
者
甚
少
、
間
有
遭
風
漂
泊
之
船
、
自
不
得
不
為
經
理
、
近
年
乃
多

有
專
為
貿
易
而
至
者
、
將
來
熟
悉
此
路
、
進
口
船
隻
、
不
免
日
增
、
是
又
成
一
市
集
之
所
、
在
國
家
綏
遠
通
商
、
寧
波
原
與
澳
門
無

異
、
但
於
此
復
多
一
市
場
、
恐
積
久
留
居
內
地
者
益
眾
、
海
濱
要
地
、
殊
非
防
微
杜
漸
之
道
、
其
如
何
稽
查
巡
察
、
俾
不
致
日
久
弊

生
、
不
可
不
豫
為
留
意
、
如
奏
內
所
稱
船
戸
噶
喇
吩
、
至
噶
喇
吧
地
方
、
同
來
過
夷
商
味
啁
、
通
事
洪
任
駕
船
來
寧
等
語
、
蓋
本
地

牙
行
、
及
通
事
人
等
、
因
夷
商
入
口
、
得
從
中
取
利
、
往
往
有
私
為
招
致
者
、
此
輩
因
縁
覓
利
、
無
有
已
時
、
即
巡
邏
兵
役
人
等
、

亦
樂
於
夷
船
進
口
、
抽
肥
獲
利
、
在
此
時
固
不
過
小
人
逐
利
之
常
、
然
不
加
禁
止
、
誠
恐
別
滋
事
端
、
尤
當
時
加
體
察
、
可
傳
諭
該

督
撫
等
、
令
其
留
心
。

（
23
）

乾
隆
二
十
一
年
六
月
十
五
日
（
一
七
五
六
年
七
月
十
一
日
）
に
寧
波
沿
海
海
域
に
一
隻
の
紅
毛
船
が
現
れ
、
貿
易
を
求
め
た
と
あ
る
。

外
国
船
が
貿
易
に
来
航
す
る
の
は
廣
東
省
の
澳
門
（
マ
カ
オ
）
な
ど
で
あ
っ
た
。
浙
江
省
の
寧
波
ま
で
来
航
す
る
も
の
は
極
め
て
少
数
で

あ
り
、
海
難
に
遭
遇
し
て
漂
流
し
て
く
る
も
の
は
あ
っ
た
が
、
貿
易
船
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
船
は
船
戶
の
噶
喇
吩

の
供
述
で
は
噶
喇
吧
（
カ
ラ
パ
：
ジ
ャ
カ
ル
タ
）
地
方
に
お
い
て
夷
商
の
味
啁
や
通
事
洪
任
を
乗
せ
て
寧
波
に
来
航
し
た
こ
と
を
述
べ
て
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い
る
。
こ
の
紅
毛
船
と
寧
波
の
牙
行
や
通
事
人
等
と
通
商
し
て
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

乾
隆
二
十
一
年
八
月
初
七
日
付
の
喀
爾
吉
善
と
楊
廷
璋
の
奏
摺
に
よ
れ
ば
、

通
事
洪
任
、
原
係
夷
種
自
幼
居
住
澳
門
、
拖
欠
行
賑
、
與
廣
東
省
城
之
十
三
行
参
商
因
、
而
潜
來
浙
省
、
縁
寧
郡
並
無
大
行
、
不
能

貯
貨
、
有
牙
行
陳
太
占
、
即
於
屋
邊
搭
蓋
樓
房
一
十
六
間
、
以
爲
夷
商
堆
貨
居
住
。

（
24
）

と
あ
る
よ
う
に
、
洪
任
は
外
国
人
と
し
て
幼
き
頃
よ
り
澳
門
で
成
長
し
、
同
業
者
か
ら
借
り
た
借
金
を
返
済
で
き
な
く
な
り
廣
東
省
城
の

十
三
行
商
人
と
結
び
つ
き
、
密
か
に
浙
江
省
に
来
航
し
て
寧
波
で
の
交
易
を
計
画
し
た
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
た
。

つ
い
で
『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
五
十
、
乾
隆
二
十
二
年
十
一
月
戊
戌
（
十
日
）
の
条
に
、

…
看
來
番
船
連
年
至
浙
、
不
但
番
商
洪
任
等
、
利
於
避
重
就
輕
、
而
寧
波
地
方
、
必
有
奸
牙
串
誘
、
並
當
留
心
查
察
、
如
市
儈
設
有

洋
行
、
及
圖
謀
設
立
天
主
堂
等
、
皆
當
嚴
行
禁
逐
、
則
番
商
無
所
依
託
為
可
斷
其
來
路
耳
、
如
或
有
難
行
之
處
、
該
督
亦
即
據
實
具

奏
、
再
將
前
摺
隨
奏
交
部
議
覆
、
可
一
併
傳
諭
知
之
、
尋
覆
奏
、
臣
已
遵
旨
曉
諭
番
商
洪
任
等
回
帆
、
并
咨
移
李
侍
堯
、
及
札
行
寧

波
定
海
各
官
、
一
體
遵
照
、
現
在
尚
無
設
立
洋
行
、
及
天
主
堂
等
情
弊
、
報
聞
、
以
廣
東
布
政
使
柱
、
為
內
閣
學
士
、
兼
禮
部
侍
郎
。

（
25
）

と
あ
る
よ
う
に
、
洪
任
等
が
連
年
に
わ
た
り
寧
波
に
来
航
し
て
貿
易
を
行
い
、
清
朝
官
憲
に
と
っ
て
看
過
出
来
な
い
事
態
と
見
ら
れ
た
。

特
に
洪
任
等
が
寧
波
で
清
朝
官
憲
に
要
望
し
た
の
は
洋
行
や
天
主
堂
す
な
わ
ち
教
会
な
ど
の
設
置
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
八
十
九
、
乾
隆
二
十
四
年
六
月
丙
子
（
二
十
七
日
）
の
条
に
よ
る
と
、

諭
軍
機
大
臣
等
、
據
莊
有
恭
奏
、
本
年
五
月
有
紅
毛
𠸄
咭
唎
夷
商
船
隻
、
欲
開
往
寧
波
貿
易
現
飭
文
武
員
弁
。
嚴
諭
該
商
船
仍
回
廣

東
貿
易
、
不
許
逗
留
等
語
。
番
舶
向
在
粵
東
貿
易
不
許
任
意
赴
浙
、
屢
行
申
禁
。
廼
夷
商
既
往
廣
東
、
藉
稱
生
意
平
常
復
欲
赴
寧
波
、

為
試
探
之
計
。
自
不
可
不
嚴
行
約
束
。
示
之
節
制
著
將
原
摺
鈔
寄
李
侍
堯
閱
看
令
其
傳
集
夷
商
等
、
申
明
示
禁
庶
夷
情
自
肅
、
而
榷

政
益
清
、
至
其
中
或
更
有
浙
省
奸
牙
、
潛
為
勾
引
、
及
該
商
希
冀
攜
帶
浙
貨
情
事
。
應
並
諭
莊
有
恭
委
妥
員
留
心
察
訪
以
杜
積
獘
但

イ
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不
必
張
皇
從
事
可
耳
。

（
26
）

と
あ
り
、
英
国
船
が
寧
波
に
現
れ
て
貿
易
を
求
め
た
が
、
清
官
憲
は
許
可
し
な
か
っ
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
清
政
府
か
ら
沿
海
管
理
に
厳
格

に
防
禦
す
べ
き
と
指
示
さ
れ
た
。

そ
の
後
、『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
九
十
二
、
乾
隆
二
十
四
年
七
月
壬
戌
（
十
三
日
）
の
条
に
、

諭
軍
機
大
臣
等
、
據
楊
廷
璋
奏
接
定
海
總
兵
羅
英
笏
、
箚
送
番
商
洪
任
呈
詞
一
紙
、
稱
係
委
押
番
船
之
署
守
備
陳
兆
龍
、
於
押
送
番

船
出
境
時
、
交
令
帶
投
、
詞
語
字
蹟
、
似
非
出
自
番
人
之
手
、
恐
有
內
地
奸
人
為
之
商
謀
即
陳
兆
龍
之
接
回
呈
詞
、
亦
不
無
情
弊
、

現
在
飛
提
陳
兆
龍
到
閩
、
面
訊
實
情
、
并
詳
悉
告
知
將
軍
新
柱
等
語
、
…
該
商
等
在
浙
、
閩
、
天
津
處
處
呈
控
、
…
尋
楊
廷
璋
覆
奏
、

洪
任
呈
詞
、
先
期
宿
構
、
備
帶
來
浙
於
官
弁
雲
集
時
、
出
呈
掗
交
守
備
陳
兆
龍
、
該
備
於
護
送
出
境
後
呈
繳
、
並
無
情
弊
、
至
番
船

泊
雙
歧
港
大
洋
、
距
定
海
尚
隔
洋
面
二
百
里
、
民
人
不
能
前
往
、
該
船
寄
椗
僅
止
一
日
、
官
員
耳
目
衆
多
、
亦
無
內
地
牙
棍
、
附
近

番
船
、
實
無
應
行
解
質
之
人
、
報
聞
。

（
27
）

と
あ
る
よ
う
に
、
洪
任
は
浙
江
や
福
建
さ
ら
に
天
津
に
お
い
て
の
貿
易
を
求
め
て
い
た
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
九
十
四
、
乾
隆
二
十
四
年
八
月
己
丑
（
十
二
日
）
の
条
に
は
、

諭
軍
機
大
臣
等
、
據
羅
英
笏
奏
、
七
月
十
二
日
、
有
英
吉
利
洋
船
一
隻
、
欲
來
寧
波
貿
易
、
…
尋
奏
、
番
商
味
啁
、
船
泊
定
洋
、
遷

延
日
久
、
經
地
方
文
武
、
再
三
催
押
回
棹
、
始
供
稱
係
洪
任
後
船
、
臣
即
檄
飭
員
弁
等
、
將
不
准
在
浙
貿
易
之
禁
、
嚴
切
曉
示
、
並

諭
以
洪
任
已
回
粵
東
、
即
有
帶
來
貨
物
、
應
往
粵
面
交
…（

28
）

と
あ
り
、
乾
隆
二
十
四
年
七
月
十
二
日
（
一
七
五
九
年
九
月
三
日
）
に
英
国
船
が
寧
波
で
の
貿
易
を
求
め
て
い
た
が
、
寧
波
で
の
貿
易
を

認
め
ず
洪
任
等
を
廣
東
に
戻
す
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
九
十
五
、
乾
隆
二
十
四
年
八
月
庚
子
（
二
十
三
日
）
の
条
に
は
、
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浙
江
巡
撫
莊
有
恭
奏
、
英
吉
利
大
班
味
啁
一
船
、
駛
至
雙
嶼
港
、
意
欲
停
泊
、
查
番
商
洪
任
、
於
五
月
乘
坐
空
船
、
來
浙
探
聽
、
本

有
貨
物
倶
在
後
船
之
語
、
自
應
查
詢
明
確
、
並
飭
內
地
商
民
、
毋
許
一
人
私
往
交
接
、
俾
無
利
可
圖
、
得
旨
、
正
恐
未
必
、
應
嚴
察

禁
止
、
外
省
何
事
無
私
弊
耶
。

（
29
）

と
あ
り
、
乾
隆
二
十
四
年
五
月
即
ち
一
七
五
九
年
五
月
末
か
ら
六
月
下
旬
頃
に
か
け
て
の
時
期
に
洪
任
が
貨
物
を
積
載
し
な
い
空
船
で
浙

江
省
沿
海
に
現
わ
れ
探
索
し
て
い
た
こ
と
が
清
朝
官
憲
に
は
知
ら
れ
て
い
た
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
九
十
七
、
乾
隆
二
十
四
年
九
月
癸
亥
（
十
六
日
）
の
条
に
は
、

諭
軍
機
大
臣
等
、
前
以
番
商
洪
任
輝
、
控
訴
呈
詞
、
必
係
內
地
人
代
寫
、
令
新
柱
等
悉
心
查
究
、
今
據
奏
、
訊
得
與
洪
任
輝
貿
易
之

陳
祖
觀
等
供
、
有
婺
源
縣
生
員
汪
聖
儀
、
同
子
汪
蘭
秀
、
曾
借
洪
任
輝
資
本
、
前
在
寧
波
・
江
蘇
・
各
處
、
代
為
經
理
、
或
係
彼
所

指
使
等
語
、
番
商
貿
易
內
地
、
敢
於
滋
事
、
必
有
潛
行
勾
引
者
、
為
之
主
持
、
汪
聖
儀
父
子
、
既
與
親
密
、
即
不
能
無
勾
串
唆
使
情

弊
、
已
據
粵
省
行
知
江
南
、
提
解
質
審
、
著
傳
諭
尹
繼
善
・
陳
宏
謀
等
、
即
將
汪
聖
儀
父
子
拘
緝
、
並
搜
查
其
交
通
往
來
字
蹟
、
一

併
解
赴
廣
東
、
交
朝
銓
李
侍
堯
等
、
細
加
研
鞫
、
務
得
實
情
俾
沿
海
奸
民
知
所
儆
惕
、
尋
陳
宏
謀
覆
奏
、
汪
聖
儀
於
八
月
間
、
接
有

廣
東
信
息
、
先
已
潛
逃
搜
查
家
內
、
並
無
與
番
商
洪
任
輝
往
來
字
蹟
、
嗣
於
江
西
樂
平
縣
地
方
、
緝
獲
到
案
、
供
與
洪
任
輝
相
好
、

當
即
委
解
廣
東
質
訊
、
其
第
四
子
汪
錦
鰲
即
蘭
秀
、
訊
明
現
往
廣
東
、
亦
即
飛
咨
緝
拏
報
聞
。

又
諭
、
據
新
柱
等
審
據
番
商
洪
任
輝
、
供
稱
作
呈
之
人
係
在
噶
喇
吧
住
久
之
福
建
人
林
懷
、
所
寫
等
語
、
所
供
殊
未
足
憑
信
、
林
懷

既
在
噶
喇
吧
、
住
居
三
輩
蓄
髮
已
作
鬼
子
、
焉
得
復
能
熟
習
漢
字
、
且
前
閲
原
呈
字
蹟
、
並
不
類
外
夷
揣
摩
書
寫
、
此
中
情
節
必
須

詳
悉
根
究
、
不
得
因
該
商
等
一
面
之
詞
、
草
率
了
事
、
至
徽
商
汪
聖
儀
父
子
、
既
與
洪
任
輝
往
來
有
素
、
或
代
為
寫
呈
、
…

又
諭
、
據
新
柱
等
審
擬
番
商
洪
任
輝
控
呈
李
永
標
一
案
、
究
其
作
呈
之
人
、
供
係
在
噶
喇
吧
住
久
之
福
建
人
林
懷
、
所
寫
等
語
、
內

地
民
人
、
私
越
外
洋
、
例
有
嚴
禁
、
林
懷
原
籍
閩
人
、
從
前
何
時
潛
往
該
國
、
而
地
方
官
並
無
覺
察
、
且
稱
在
彼
已
住
三
輩
、
蓄
留

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
（
松
浦
）
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頭
髮
、
作
為
鬼
子
、
尤
堪
駭
異
、
閩
省
民
風
、
素
稱
刁
悍
、
設
濱
海
居
民
、
尤
而
效
之
、
此
風
將
何
所
底
止
、
著
傳
諭
楊
廷
璋
、
即

行
悉
心
查
訪
、
林
懷
係
從
何
時
潛
蹤
出
境
、
其
家
屬
如
有
尚
留
內
地
者
、
一
面
密
拘
齊
確
訊
、
並
將
該
犯
、
設
法
招
回
治
罪
、
毋
令

漏
網
、
其
嗣
後
如
何
嚴
密
稽
查
、
毋
任
偷
漏
滋
事
、
並
如
何
行
文
緝
拏
、
不
令
夷
人
容
隱
此
等
匪
犯
之
處
、
俱
著
該
督
悉
心
詳
議
、

具
摺
奏
聞
、
務
使
沿
海
刁
民
、
不
敢
復
蹈
故
轍
。

（
30
）

と
あ
り
、
洪
任
輝
が
具
体
的
に
交
易
し
た
中
国
側
の
商
人
の
名
が
見
ら
れ
る
。
洪
任
輝
が
清
官
憲
に
提
出
し
た
要
望
書
は
必
ず
中
国
内
地

の
人
間
が
代
筆
し
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
た
。
洪
任
輝
が
貿
易
取
引
を
し
た
と
さ
れ
る
陳
祖
觀
等
の
供
述
か
ら
当
時
の
安
徽
省
婺
源
縣
の

生
員
で
あ
っ
た
汪
聖
儀
と
そ
の
子
供
の
汪
蘭
秀
が
洪
任
輝
か
ら
資
金
を
調
達
し
て
も
ら
い
寧
波
や
江
蘇
や
各
地
に
赴
い
て
貿
易
品
を
入
手

し
て
い
た
。
ま
た
洪
任
輝
の
供
述
か
ら
カ
ラ
パ
に
居
住
す
る
福
建
人
の
林
懷
が
書
類
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
林
懷
は
カ
ラ
パ

に
永
く
住
み
、
頭
髪
は
辮
髪
で
は
な
く
長
髪
に
し
て
お
り
、
漢
字
も
習
得
し
て
い
た
。
こ
の
林
懷
の
本
籍
は
福
建
で
あ
り
、
清
朝
の
法
令

に
反
し
て
海
外
に
渡
っ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
九
十
八
、
乾
隆
二
十
四
年
十
月
庚
辰
（
三
日
）
に
は
、

諭
軍
機
大
臣
等
、
新
柱
等
奏
、
查
審
英
吉
利
商
人
具
呈
訐
控
一
案
、
詳
細
究
詰
、
其
中
果
有
代
作
呈
詞
之
四
川
人
劉
亞
匾
、
現
今
供

認
相
符
等
語
、
劉
亞
匾
、
為
外
夷
商
謀
砌
款
、
情
罪
確
鑿
、
即
當
明
正
典
刑
、
不
得
以
杖
斃
完
結
、
而
夷
商
洪
任
輝
、
潛
倩
內
地
奸

民
、
挾
詞
干
禁
、
質
訊
得
實
、
亦
應
重
示
懲
創
、
俾
識
天
朝
節
制
、
著
傳
諭
李
侍
堯
、
一
面
提
出
劉
亞
匾
、
並
傳
集
在
廣
洋
商
、
及

該
處
保
商
人
等
、
一
面
密
傳
洪
任
輝
、
毋
令
先
期
聞
信
潛
逸
、
當
眾
傳
宣
諭
旨
、
以
該
商
從
前
所
告
情
節
、
在
監
督
等
、
既
審
有
辦

理
不
善
之
處
、
即
按
法
秉
公
處
治
、
念
爾
外
夷
無
知
、
雖
各
處
呈
控
、
尚
無
別
情
、
可
以
從
寬
曲
宥
、
現
在
審
出
勾
串
內
地
奸
民
、

代
為
列
款
、
希
冀
違
例
別
通
海
口
、
則
情
罪
難
以
寬
貸
、
繩
以
國
法
、
雖
罪
不
至
死
、
亦
當
竄
處
遠
方
、
因
係
夷
人
、
不
便
他
遣
、

姑
從
寬
在
澳
門
圈
禁
三
年
、
滿
日
逐
回
本
國
、
不
許
逗
遛
生
事
。

（
31
）
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と
あ
り
、
英
国
商
人
洪
任
輝
が
中
国
商
人
を
雇
傭
し
て
貿
易
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
彼
は
マ
カ
オ
に
お
い
て
禁
固
三
年
の

後
、
本
国
送
還
と
の
処
置
を
受
け
て
い
る
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
六
百
五
、
乾
隆
二
十
五
年
正
月
辛
未
（
二
十
五
日
）
の
条
に
、

諭
軍
機
大
臣
等
、
據
李
侍
堯
奏
、
查
審
汪
聖
儀
父
子
、
與
番
商
洪
任
輝
交
結
、
借
領
資
本
、
包
運
茶
葉
、
深
屬
不
法
等
語
、
汪
聖
儀

身
列
成
均
、
輒
敢
潛
結
夷
商
、
領
本
交
通
、
營
私
射
利
、
且
一
聞
事
發
詭
計
潛
逃
行
同
鬼
蜮
、
現
經
粵
省
責
革
審
擬
定
罪
、
著
傳
諭

尹
繼
善
、
高
晉
將
該
犯
婺
源
本
籍
一
切
家
貲
財
産
慎
密
查
抄
、
無
任
稍
有
寄
頓
隱
匿
、
辦
畢
將
該
犯
照
部
議
發
遣
、
以
為
貪
利
狡
詭
、

潛
通
外
夷
者
戒
。

（
32
）

と
あ
り
、
婺
源
縣
出
身
の
汪
聖
儀
親
子
が
洪
任
輝
か
ら
資
金
を
借
り
て
茶
葉
の
交
易
等
を
行
っ
た
こ
と
で
、
清
朝
官
憲
は
汪
聖
儀
の
一
切

の
資
産
を
没
収
す
る
処
罰
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

汪
聖
儀
親
子
が
洪
任
輝
と
交
易
し
た
茶
葉
で
は
あ
る
が
、
汪
聖
儀
の
出
身
か
ら
考
え
て
、
徽
州
產
の
茶
葉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

モ
ー
ス
（
H
.B.M
orse）
の
『
東
印
度
公
司
対
華
貿
易
編
年
史
』
第
一
巻
、
第
二
十
八
章
に
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
が
廣
州
に

お
い
て
取
引
し
た
茶
葉
の
一
七
五
一
年
（
乾
隆
十
六
年
）
の
「
廣
州
平
均
物
價
」
が
見
ら
れ
、
そ
こ
に
は
茶
葉
の
種
類
が
、
Bohea（
武
夷
）、

Pekoe（
白
毫
）、
Congho（
工
夫
）、
Souchong（
小
種
）、
Singlo（
松
蘿
）、
H
yson（
雨
前
）
の
六
種
類（

33
）
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
内
、

Singlo（
松
蘿
）
茶
葉
は
安
徽
休
寧
縣
一
带
で
産
出
さ
れ
る
青
緑
茶
と
し
て
古
く
か
ら
有
名
で
あ
っ
た
。

（
34
）

お
そ
ら
く
汪
聖
儀
ら
は
こ
の

Singlo（
松
蘿
）
を
洪
任
輝
に
販
売
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
六
百
四
十
九
、
乾
隆
二
十
六
年
十
一
月
辛
亥
（
十
七
日
）
の
条
に
よ
れ
ば
、

諭
軍
機
大
臣
等
、
蘇
昌
等
奏
酌
辦
夷
情
一
摺
、
其
於
英
吉
利
夷
商
、
投
遞
番
文
、
懇
求
釋
放
洪
任
輝
、
及
請
免
歸
公
規
例
等
事
、
該

督
持
正
駮
回
辦
理
甚
當
、
第
不
准
夷
人
進
見
及
擬
發
回
文
、
詞
語
未
免
跡
渉
選
懦
、
尚
失
嚴
正
剴
、
切
駕
馭
外
夷
之
道
、
夷
商
來
粵

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
（
松
浦
）

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第73巻第⚑・⚒合併号／
松浦 章 最終⚓校／通し

一
五



貿
易
、
惟
在
該
監
督
等
、
飭
令
行
商
公
平
交
易
、
不
可
圖
占
便
益
、
俾
得
速
為
銷
售
、
早
整
歸
棹
、
若
該
商
等
、
稍
有
不
知
安
分
之

處
、
仍
宜
嚴
加
約
束
示
之
體
制
、
至
國
家
四
海
之
大
內
地
所
産
、
何
所
不
有
所
以
准
通
洋
船
者
、
特
係
懷
柔
遠
人
之
道
、
則
然
、
乃

該
夷
來
文
、
內
有
與
天
朝
有
益
之
語
、
該
督
等
不
但
當
行
文
籠
統
飭
拜
、
宜
明
切
曉
諭
、
使
知
來
廣
貿
易
、
實
為
夷
衆
有
益
、
起
見

天
朝
、
並
不
藉
此
些
微
遠
物
也
。
若
伊
果
有
面
禀
監
督
之
事
、
原
不
妨
令
其
進
見
、
以
通
夷
情
、
若
拒
而
不
納
、
轉
似
有
所
顧
忌
、

並
致
行
商
通
事
人
等
、
得
以
乘
間
滋
事
、
殊
多
未
協
、
該
督
等
、
既
欲
俟
夷
船
歸
國
、
給
發
回
文
、
著
將
此
詳
悉
傳
諭
蘇
昌
、
託
恩

多
、
尤
拔
世
、
令
將
回
文
改
寫
得
體
、
再
行
給
發
。

（
35
）

と
あ
り
、
英
国
側
の
要
請
に
そ
っ
て
洪
任
輝
が
釈
放
さ
れ
た
事
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。
但
し
廣
東
貿
易
を
監
督
す
る
海
関
監
督
等

に
対
し
て
「
懷
柔
遠
人
之
道
」
の
一
方
法
と
し
て
の
通
商
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
の
姿
勢
を
堅
持
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

三

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀

徽
商
汪
聖
儀
が
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
こ
と
洪
任
輝
と
の
間
で
取
引
を
し
て
い
た
こ
と
は
以
下
に
述
べ
る
『
高
宗
實
錄
』
の

記
述
か
ら
知
ら
れ
る
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
九
十
四
、
乾
隆
二
十
四
年
（
一
七
五
九
）
八
月
丙
戌
（
九
日
）
に
洪
任
輝
が
粵
海
関
監
督
に
提
出
し
た
告
発
状

に
つ
い
て
見
ら
れ
る
。

福
州
將
軍
新
柱
、
給
事
中
朝
銓
、
兩
廣
總
督
李
侍
堯
等
奏
、
臣
新
柱
、
朝
銓
、
抵
粵
。
同
李
侍
堯
會
審
番
人
洪
任
輝
、
即
洪
任
、
呈

控
粵
海
關
監
督
李
永
標
一
案
。
據
李
永
標
供
、
家
人
等
勒
索
陋
規
。
伊
實
不
知
。
其
餘
各
款
。
供
吐
游
移
。
請
將
李
永
標
革
職
究

擬
。
其
家
人
七
十
三
、
婪
索
多
贓
。
亦
應
逐
款
嚴
鞫
。
至
洪
任
輝
呈
詞
。
詢
係
在
噶
爾
吧
地
方
。
煩
內
地
人
代
寫
。
得
旨
、
依
議
。

惟
應
秉
公
存
國
體
為
要
。
管
關
之
人
。
非
督
撫
可
比
。
一
應
稅
物
。
勢
不
得
不
用
家
人
。
家
人
勒
索
。
即
主
人
勒
索
也
。
不
可
以
失

關
西
大
學
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論
集
』
第
七
十
三
巻
第
一
・
二
合
併
号

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第73巻第⚑・⚒合併号／
松浦 章 最終⚓校／通し

一
六

最終⚓校／通し



察
開
脫
其
罪
。
至
外
夷
擡
價
居
奇
。
亦
不
可
以
開
其
端
。
而
內
地
人
代
寫
呈
詞
者
。
尤
應
嚴
其
處
分
。
諸
凡
持
平
酌
中
辦
理
。
以
防

將
來
。
爾
等
其
勉
之
。

（
36
）

福
州
將
軍
新
柱
、
給
事
中
朝
銓
、
兩
廣
總
督
李
侍
堯
等
な
ど
の
奏
摺
に
よ
れ
ば
、
新
柱
、
朝
銓
が
広
東
に
到
着
し
た
。
李
侍
堯
と
会
議

を
行
い
外
国
人
洪
任
輝
に
つ
い
て
審
理
し
て
い
る
。
洪
任
は
、
粵
海
関
監
督
で
あ
っ
た
李
永
標
に
対
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
李
永
標
の

供
述
に
よ
る
と
、
彼
の
家
人
が
賄
賂
を
取
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
李
永
標
は
知
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
李
の
家
人
は
七
三

名
お
り
、
金
に
貪
欲
で
、
厳
格
に
処
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
洪
任
輝
の
供
述
書
に
よ
る
と
、
噶
喇
吧
（
カ
ラ
パ
）
に
居
住
す
る
中

国
人
に
代
書
し
て
も
ら
っ
た
。
海
關
監
督
は
課
税
対
象
商
品
を
取
り
扱
う
が
、
家
人
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
家
人
へ
の
恐
喝

は
主
人
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
恐
喝
を
免
れ
見
落
と
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
外
国
人
に
価
格
を

云
々
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
中
国
人
が
人
に
代
わ
っ
て
提
出
物
を
書
い
た
な
ど
特
に
厳
罰
に
処
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
す
べ
て
が
公
平
な

処
理
が
行
わ
れ
、
将
来
の
禍
根
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
洪
任
輝
は
粵
海
関
監
督
の
陋
規
す
な
わ
ち
旧
い
悪
幣
に
つ
い
て
訴
え
た
の
で
あ
っ
た
。
英
国
と
の

商
習
慣
の
相
違
か
ら
生
じ
た
訴
訟
事
件
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
洪
任
輝
の
訴
状
が
、
噶
喇
吧
在
住
の
中
国
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
が

問
題
と
な
っ
た
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
九
十
七
、
乾
隆
二
十
四
年
（
一
七
五
九
）
九
月
癸
亥
（
十
六
日
）
に
、
洪
任
輝
の
訴
状
が
、
噶
喇
吧
在
住
の
中

国
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
供
述
書
を
調
査
し
た
福
州
将
軍
新
柱
の
調
査
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
明
ら
か
と
な
る
。

諭
軍
機
大
臣
等
、
前
以
番
商
洪
任
輝
、
控
訴
呈
詞
。
必
係
內
地
人
代
寫
。
令
新
柱
等
悉
心
查
究
。
今
據
奏
、
訊
得
與
洪
任
輝
貿
易
之

陳
祖
觀
等
供
。
有
婺
源
縣
生
員
汪
聖
儀
、
同
子
汪
蘭
秀
、
曾
借
洪
任
輝
資
本
。
前
在
寧
波
、
江
蘇
、
各
處
代
為
經
理
。
或
係
彼
所
指

使
等
語
。
番
商
貿
易
內
地
。
敢
於
滋
事
。
必
有
潛
行
勾
引
者
、
為
之
主
持
。
汪
聖
儀
父
子
。
既
與
親
密
。
即
不
能
無
勾
串
唆
使
情

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
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弊
。
已
據
粵
省
行
知
江
南
。
提
解
質
審
。
著
傳
諭
尹
繼
善
陳
宏
謀
等
即
將
汪
聖
儀
父
子
拘
緝
並
搜
查
其
交
通
往
來
字
蹟
一
併
解
赴
廣

東
交
朝
銓
、
李
侍
堯
等
、
細
加
研
鞫
。
務
得
實
情
俾
沿
海
奸
民
知
所
儆
惕
。
尋
陳
宏
謀
覆
奏
、
汪
聖
儀
於
八
月
間
接
有
廣
東
信
息
。

先
已
潛
逃
搜
查
家
內
。
並
無
與
番
商
洪
任
輝
往
來
字
蹟
。
嗣
於
江
西
樂
平
縣
地
方
。
緝
獲
到
案
。
供
與
洪
任
輝
相
好
。
當
即
委
解
廣

東
質
訊
。
其
第
四
子
汪
錦
鰲
即
蘭
秀
、
訊
明
現
往
廣
東
。
亦
即
飛
咨
緝
拏
報
聞
。

（
37
）

福
州
將
軍
新
柱
の
調
査
に
よ
り
、
洪
任
輝
と
貿
易
を
行
っ
た
陳
祖
觀
等
の
供
述
か
ら
、
婺
源
縣
生
員
の
汪
聖
儀
と
彼
の
子
供
で
あ
る
汪

蘭
秀
は
か
つ
て
洪
任
輝
か
ら
資
金
を
提
供
さ
れ
、
寧
波
や
江
蘇
の
各
處
に
お
い
て
洪
任
輝
の
代
理
と
し
て
経
理
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

汪
聖
儀
と
そ
の
息
子
は
、
洪
任
輝
と
も
親
密
で
あ
っ
た
。
汪
聖
儀
は
洪
任
輝
か
ら
の
書
状
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
そ
の
息
子
で
あ
る
第
四

子
の
汪
錦
鰲
は
蘭
秀
の
こ
と
で
、
廣
東
に
お
い
て
捕
縛
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

汪
聖
儀
の
故
郷
で
あ
る
婺
源
縣
は
、
康
熙
三
十
二
年
（
一
六
九
三
）
刊
本
『
婺
源
縣
志
』
の
蔣
燦
の
「
婺
源
縣
志
序
」
に
お
い
て
「
婺

於
新
安
、
稱
名
邑
」

（
38
）

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
清
代
に
は
安
徽
省
徽
州
府
に
属
し
て
い
た
。
そ
の
地
の
特
徴
と
し
て
同
書
、
巻
二
、
風
俗

に
、「
如
婺
者
、
士
農
之
家
五
、
商
之
家
三
、
工
之
家
一
」

（
39
）

と
あ
る
よ
う
に
、
婺
源
縣
で
は
三
割
の
家
が
商
人
を
輩
出
し
、
所
謂
徽
商
と

し
て
全
国
に
進
出
し
て
い
た
。
汪
聖
儀
も
そ
の
内
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
九
十
七
、
乾
隆
二
十
四
年
九
月
癸
亥
（
十
六
日
）
に
、
洪
任
輝
の
訴
状
を
書
写
し
た
人
物
に
つ
い
て
の
こ
と
が

見
ら
れ
る
。

又
諭
、
據
新
柱
等
審
據
番
商
洪
任
輝
、
供
稱
作
呈
之
人
、
係
在
噶
喇
吧
住
久
之
福
建
人
林
懷
、
所
寫
等
語
。
所
供
殊
未
足
憑
信
、
林

懷
既
在
噶
喇
吧
。
住
居
三
輩
蓄
髮
已
作
鬼
子
。
焉
得
復
能
熟
習
漢
字
。
且
前
閱
原
呈
字
蹟
。
並
不
類
外
夷
揣
摩
書
寫
。
此
中
情
節
必

須
詳
悉
根
究
。
不
得
因
該
商
等
一
面
之
詞
。
草
率
了
事
。
至
徽
商
汪
聖
儀
父
子
。
既
與
洪
任
輝
往
來
有
素
。
或
代
為
寫
呈
。
亦
未
可

定
。
已
有
旨
傳
諭
尹
繼
善
、
陳
宏
謀
、
令
其
委
員
押
解
來
粵
。
即
交
與
朝
銓
、
李
侍
堯
等
、
詳
細
研
鞫
。
務
得
實
情
。
完
結
定
案
。
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朝
銓
現
有
應
行
查
訊
之
事
。
可
仍
留
粵
。
會
同
李
侍
堯
辦
理
。
新
柱
業
已
丁
憂
。
即
著
先
行
回
京
。
將
此
一
併
傳
諭
知
之
。

（
40
）

洪
任
輝
の
訴
状
を
作
成
し
た
の
は
噶
喇
吧
に
在
住
す
る
福
建
人
の
林
懐
で
あ
り
、
林
懐
は
漢
字
に
習
熟
し
て
い
て
、
訴
状
を
認
め
た
の

で
あ
っ
た
。
徽
商
汪
聖
儀
親
子
は
洪
任
輝
と
親
し
く
彼
ら
が
代
筆
し
た
の
か
も
確
定
し
が
た
い
。
そ
こ
で
廣
東
へ
官
吏
を
派
遣
し
て
調
査

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
九
十
七
、
乾
隆
二
十
四
年
九
月
癸
亥
（
十
六
日
）

又
諭
、
據
新
柱
等
審
擬
番
商
洪
任
輝
控
呈
李
永
標
一
案
。
究
其
作
呈
之
人
。
供
係
在
噶
喇
吧
住
久
之
福
建
人
林
懷
、
所
寫
等
語
。
內

地
民
人
。
私
越
外
洋
。
例
有
嚴
禁
。
林
懷
原
籍
閩
人
。
從
前
何
時
潛
往
該
國
。
而
地
方
官
並
無
覺
察
。
且
稱
在
彼
已
住
三
輩
。
蓄
留

頭
髮
。
作
為
鬼
子
。
尤
堪
駭
異
。
閩
省
民
風
。
素
稱
刁
悍
。
設
濱
海
居
民
。
尤
而
效
之
。
此
風
將
何
所
底
止
。
著
傳
諭
楊
廷
璋
、
即

行
悉
心
查
訪
。
林
懷
係
從
何
時
潛
蹤
出
境
。
其
家
屬
如
有
尚
留
內
地
者
。
一
面
密
拘
齊
確
訊
。
並
將
該
犯
、
設
法
招
回
治
罪
。
毋
令

漏
網
。
其
嗣
後
如
何
嚴
密
稽
查
。
毋
任
偷
漏
滋
事
。
並
如
何
行
文
緝
拏
。
不
令
夷
人
容
隱
此
等
匪
犯
之
處
。
俱
著
該
督
悉
心
詳
議
。

具
摺
奏
聞
。
務
使
沿
海
刁
民
。
不
敢
復
蹈
故
轍
。

（
41
）

噶
喇
吧
に
長
く
居
住
す
る
林
懐
は
福
建
人
で
あ
っ
て
、
密
か
に
海
外
へ
渡
航
し
た
よ
う
で
あ
り
、
何
時
出
国
し
た
か
や
そ
の
家
族
が
中

国
国
内
に
居
住
し
て
い
る
か
を
調
べ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

乾
隆
二
十
四
年
九
月
二
十
日
付
の
新
柱
・
朝
銓
・
李
侍
堯
奏
摺
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
報
告
す
る
。

臣
新
柱
・
朝
銓
・
李
侍
堯
等
謹
奏
、
為
究
明
商
謀
作
呈
之
犯
、
請
旨
遵
行
事
、
臣
等
欽
奉
諭
旨
、
會
審
英
吉
利
商
人
洪
任
輝
等
呈
控

粵
海
關
積
弊
一
案
、
業
於
八
月
十
九
日
、
将
訊
明
定
擬
縁
由
具
奏
在
案
、
所
有
代
為
作
呈
之
人
、
前
訊
據
洪
任
輝
等
供
稱
、
係
現
在

葛
刺
巴
之
林
懐
所
寫
、
臣
等
因
並
無
証
據
、
難
以
憑
信
、
復
訊
據
在
廣
、
與
洪
任
輝
往
来
之
陳
祖
観
等
供
、
有
婺
源
縣
生
員
汪
聖
儀

父
子
與
洪
任
輝
極
相
親
密
、
或
係
指
使
告
状
等
語
、
随
移
咨
江
省
督
撫
關
、
提
來
粵
質
訊
虚
實
、
亦
經
奏
聞
在
案
臣
等
、
復
飭
地
方
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官
、
廣
為
訪
緝
、
茲
據
廣
州
府
張
嗣
衍
等
稟
稱
、
據
行
商
蔡
國
輝
稟
稱
、
小
的
私
往
洪
任
輝
處
採
問
商
謀
作
呈
之
人
、
據
洪
任
輝
口

稱
、
我
們
起
初
要
告
状
時
曾
同
二
班
吻
在
仁
和
行
內
、
與
劉
亞
匾
商
量
托
他
打
聴
款
蹟
做
了
状
子
一
紙
、
彼
時
値
撫
院
進
京
陛
見
、

劉
亞
匾
説
呈
內
寫
上
進
貢
的
話
、
方
可
准
得
我
想
進
貢
一
語
、
没
有
確
實
、
不
便
寫
入
、
遂
不
到
撫
院
處
、
逓
呈
、
適
我
們
公
班
衙

在
噶
喇
吧
替
請
了
林
懐
到
来
、
遂
将
劉
亞
匾
做
的
状
子
交
其
謄
改
了
、
往
寧
波
・
天
津
両
處
去
逓
的
等
情
前
來
、
随
傳
洪
任
輝
覆
訊
、

與
前
詞
無
異
、
訊
據
劉
亞
匾
供
稱
、
小
的
原
名
劉
尹
孚
是
四
川
安
岳
縣
人
。
雍
正
二
年
到
廣
、
今
年
有
英
吉
利
夷
商
、
吻
請
小
的
教

他
念
書
四
月
內
、
吻
同
洪
任
輝
、
要
小
的
做
張
状
子
、
告
關
部
小
的
應
久
替
他
寫
了
一
張
、
記
得
共
有
七
款
、
還
有
進
貢
的
話
、
在

上
後
來
、
何
人
刪
改
謄
寫
、
小
的
就
不
知
道
了
。
又
供
這
些
款
蹟
、
都
是
小
的
代
寫
婉
轉
探
聴
來
的
做
状
子
的
時
候
、
只
有
吻
與
洪

任
輝
二
人
知
道
、
小
的
並
没
有
要
他
們
銀
子
當
日
説
過
、
只
要
他
船
到
買
工
夫
茶
帮
、
我
做
一
宗
大
生
意
、
再
借
給
資
本
、
従
此
便

可
發
大
財
故
此
替
他
商
謀
做
這
状
子
的
只
求
開
恩
等
語
。
臣
等
詳
察
供
詞
、
彼
此
吻
合
復
令
劉
亞
匾
黙
寫
呈
詞
款
、
単
雖
前
後
各
異

七
款
、
倶
属
相
符
。
似
此
案
商
謀
起
稿
、
實
係
劉
亞
匾
已
無
疑
義
、
查
劉
亞
匾
在
粵
年
久
素
行
不
端
、
乾
隆
十
二
年
、
串
同
司
差
嚇

詐
洋
行
通
事
黎
瑪
誥
銀
両
、
曾
經
犯
徒
有
案
、
茲
怙
悪
不
悛
復
代
夷
商
砌
款
作
呈
、
併
捏
造
進
貢
名
色
希
圖
後
、
謝
罪
難
軽
、
縦
未

便
、
僅
照
交
結
外
國
誆
騙
財
物
問
發
邊
遠
充
軍
之
例
完
結
、
臣
等
愚
見
、
應
請
将
劉
亞
匾
立
斃
杖
下
、
以
為
沿
海
奸
民
交
結
夷
人
滋

事
之
戒
、
是
否
有
當
伏
候
諭
旨
遵
行
、
再
洪
任
輝
前
供
、
在
寧
波
開
洋
行
之
郭
四
観
等
、
有
無
勾
引
、
往
寧
貿
易
情
事
、
應
俟
浙
省

督
撫
訊
明
知
會
辧
理
至
汪
聖
儀
父
子
、
俟
提
到
審
明
另
結
、
又
前
往
寧
波
、
呷
咑
即
味
啁
一
船
、
據
報
於
九
月
十
六
日
、
由
浙
駕
駛

來
粵
、
合
併
陳
明
伏
乞
皇
上
聖
鑒
、
謹
奏
。

硃
批
「
已
有
旨
諭
」

乾
隆
二
十
四
年
九
月
二
十
日（

42
）

こ
の
奏
摺
か
ら
も
、
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
と
が
「
有
婺
源
縣
生
員
汪
聖
儀
父
子
與
洪
任
輝
極
相
親
密
」
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
極
め
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て
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
商
人
劉
亞
匾
の
供
述
か
ら
彼
の
原
名
は
劉
尹
孚
で
あ
り
、
四
川
安
岳
縣
人
で
あ
っ
た
。

雍
正
二
年
（
一
七
二
四
）
に
廣
州
に
至
り
、
乾
隆
二
十
四
年
（
一
七
五
九
）
に
洪
任
輝
と
接
触
し
、
洪
任
輝
の
た
め
に
中
国
国
内
の
茶
商

人
と
取
引
が
出
来
る
よ
う
に
手
配
し
た
の
で
あ
っ
た
。
劉
亞
匾
が
廣
州
に
来
て
か
ら
既
に
三
五
年
が
経
過
し
て
い
た
か
ら
、
劉
亞
匾
は
廣

州
に
お
い
て
商
人
仲
間
に
は
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
劉
亞
匾
が
、
中
国
国
内
の
茶
商
人
と
し
て
紹
介
し
た
の
が
汪

聖
儀
か
彼
の
子
供
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、
洪
任
輝
と
汪
聖
儀
父
子
と
の
関
係
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

乾
隆
二
十
四
年
九
月
十
六
日
付
の
新
柱
奏
摺
に
よ
れ
ば
、
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
と
の
関
係
が
知
ら
れ
る
。

茲
訊
得
、
在
廣
與
洪
任
輝
來
往
之
買
賣
人
陳
祖
觀
・
羅
彩
章
・
劉
亞
匾
・
葉
惠
等
同
供
、
伊
等
在
廣
居
住
、
只
願
鬼
子
在
廣
貿
易
、

可
以
覓
利
、
實
無
勾
引
、
往
寧
情
事
、
訊
以
唆
控
作
呈
之
人
、
隔
別
研
鞫
堅
供
、
實
不
知
情
、
惟
供
有
徽
商
汪
聖
儀
同
子
汪
蘭
秀
、

曾
借
洪
任
輝
資
本
作
買
賣
、
洪
任
輝
前
往
在
寧
波
三
年
、
伊
父
子
倶
代
為
包
攬
生
理
、
及
禁
往
寧
波
、
汪
聖
儀
仍
來
廣
東
、
彼
此
極

其
親
密
。
近
又
往
江
蘇
、
代
買
貨
物
。
汪
聖
儀
原
是
婺
源
縣
生
員
、
或
係
是
他
指
使
告
状
等
語
。

（
43
）

廣
州
に
お
い
て
洪
任
輝
と
接
触
し
た
商
人
の
陳
祖
觀
・
羅
彩
章
・
劉
亞
匾
・
葉
惠
等
の
供
述
か
ら
、
彼
ら
は
廣
州
に
居
住
し
て
、
外
国

人
と
の
貿
易
を
行
い
そ
の
取
引
に
よ
る
利
益
を
得
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
外
国
人
を
誘
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
洪
任
輝
等
が

寧
波
へ
赴
く
事
情
に
つ
い
て
さ
ら
に
追
及
さ
れ
る
と
、
徽
商
の
汪
聖
儀
と
そ
の
子
の
汪
蘭
秀
は
、
以
前
に
洪
任
輝
か
ら
資
金
を
借
り
て
買

賣
を
行
っ
て
い
た
。
洪
任
輝
が
寧
波
へ
赴
い
て
三
年
の
間
の
取
引
は
、
汪
聖
儀
父
子
が
代
理
と
な
り
一
手
に
取
引
を
引
き
受
け
て
い
た
。

洪
任
輝
が
寧
波
へ
赴
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
と
、
汪
聖
儀
が
廣
東
に
渡
来
し
て
洪
任
輝
と
接
触
し
て
い
た
。
最
近
で
は
洪
任
輝
に
代
わ

り
汪
聖
儀
が
江
蘇
へ
赴
い
て
代
わ
っ
て
貨
物
を
買
い
入
れ
る
な
ど
の
こ
と
を
し
て
い
た
と
の
供
述
を
得
た
の
で
あ
る
。

乾
隆
二
十
四
年
九
月
二
十
六
日
付
の
新
柱
・
朝
銓
・
李
侍
堯
奏
摺
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
（
松
浦
）
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臣
新
柱
・
朝
銓
・
李
侍
堯
等
謹
奏
、
為
奏
聞
事
、
窃
照
番
商
洪
任
輝
前
赴
寧
波
・
天
津
投
逓
呈
詞
、
臣
等
恐
有
內
地
奸
民
、
潜
為
勾

引
、
唆
使
情
弊
、
厳
訊
洪
任
輝
供
有
熟
識
之
郭
四
観
・
李
受
観
・
辛
文
観
三
人
、
倶
在
寧
波
開
洋
行
生
理
等
語
。
臣
等
飛
咨
浙
省
督

撫
轉
飭
、
拘
訊
有
無
勾
引
、
往
寧
情
弊
、
併
附
摺
奏
聞
在
案
。
臣
新
柱
復
札
属
督
臣
楊
廷
璋
、
将
従
前
収
存
洪
任
茶
葉
之
李
元
祚
建

造
行
屋
之
陳
太
占
二
人
、
一
併
密
查
移
覆
去
後
、
茲
准
楊
廷
璋
咨
稱
、
據
寧
波
道
府
稟
覆
、
遵
即
拘
提
郭
益
隆
即
郭
四
観
等
、
逐
一

厳
究
、
僉
供
従
前
貿
易
熟
識
情
、
真
並
無
勾
引
、
赴
寧
波
唆
使
控
告
情
事
、
詰
訊
再
三
矢
、
供
如
一
行
、
屋
案
經
析
卸
另
造
作
桟
、

再
寧
城
、
並
無
辛
姓
其
人
、
惟
查
有
信
公
掄
、
乳
名
文
観
、
曾
與
洪
任
交
易
、
業
經
身
故
、
有
弟
畧
観
式
観
、
提
訊
堅
供
、
並
無
勾

引
情
事
、
併
録
供
取
結
咨
覆
前
來
、
准
此
相
應
恭
摺
奏
聞
、
伏
乞
皇
上
聖
鑒
謹
奏
。

硃
批
「
知
道
了
」

乾
隆
二
十
四
年
九
月
二
十
六
日（

44
）

新
柱
・
朝
銓
・
李
侍
堯
等
に
よ
る
調
査
は
、
洪
任
輝
が
寧
波
や
天
津
に
赴
い
た
こ
と
に
、
中
国
内
地
の
商
人
等
か
ら
の
勧
誘
が
あ
っ
た

か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
洪
任
輝
が
熟
知
し
て
い
た
寧
波
で
商
業
活
動
を
行
っ
て
い
た
郭
四
観
・
李
受
観
・
辛
文
観
の
三
人
を

取
り
調
べ
た
結
果
、
そ
の
誘
引
は
無
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
さ
ら
に
新
柱
の
調
査
は
続
き
、
洪
任
輝
に
茶
葉
を
取
引
し
た
李
元
祚
に

つ
い
て
も
調
べ
た
結
果
、
そ
の
誘
引
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
寧
波
で
辛
姓
の
人
物
を
調
べ
た
と
こ
ろ
信
公
掄
、
の
名
が
見
つ
か
り
そ
の
乳

名
が
文
観
で
あ
っ
て
、
以
前
に
洪
任
輝
と
交
易
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
既
に
亡
く
な
っ
て
い
た
の
で
そ
の
弟
の
畧
観
・
式
観
も
調

べ
た
が
、
誘
引
の
事
実
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
九
十
八
、
乾
隆
二
十
四
年
十
月
庚
辰
（
三
日
）
条
に
洪
任
輝
の
告
発
に
関
す
る
一
件
が
続
い
て
見
ら
れ
る

諭
軍
機
大
臣
等
、
新
柱
等
奏
、
查
審
𠸄
咭
唎
商
人
具
呈
訐
控
一
案
。
詳
細
究
詰
。
其
中
果
有
代
作
呈
詞
之
四
川
人
劉
亞
匾
。
現
今
供

認
相
符
等
語
。
劉
亞
匾
、
為
外
夷
商
謀
砌
款
。
情
罪
確
鑿
。
即
當
明
正
典
刑
。
不
得
以
杖
斃
完
結
。
而
夷
商
洪
任
輝
、
潛
倩
內
地
奸

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
三
巻
第
一
・
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民
。
挾
詞
干
禁
。
質
訊
得
實
。
亦
應
重
示
懲
創
。
俾
識
天
朝
節
制
。
著
傳
諭
李
侍
堯
、
一
面
提
出
劉
亞
匾
。
並
傳
集
在
廣
洋
商
。
及

該
處
保
商
人
等
。
一
面
密
傳
洪
任
輝
。
毋
令
先
期
聞
信
潛
逸
。
當
眾
傳
宣
諭
旨
。
以
該
商
從
前
所
告
情
節
。
在
監
督
等
、
既
審
有
辦

理
不
善
之
處
。
即
按
法
秉
公
處
治
。
念
爾
外
夷
無
知
。
雖
各
處
呈
控
。
尚
無
別
情
。
可
以
從
寬
曲
宥
。
現
在
審
出
勾
串
內
地
奸
民
。

代
為
列
款
。
希
冀
違
例
別
通
海
口
。
則
情
罪
難
以
寬
貸
。
繩
以
國
法
。
雖
罪
不
至
死
。
亦
當
竄
處
遠
方
。
因
係
夷
人
。
不
便
他
遣
。

姑
從
寬
在
澳
門
圈
禁
三
年
。
滿
日
逐
回
本
國
。
不
許
逗
遛
生
事
。
論
內
地
物
產
富
饒
。
豈
需
遠
洋
些
微
不
急
之
貨
。
特
以
爾
等
自
願

懋
遷
柔
遠
之
仁
。
原
所
不
禁
。
今
爾
不
能
安
分
奉
法
。
向
後
即
准
他
商
貿
易
。
爾
亦
不
許
前
來
。
該
督
等
傳
諭
畢
。
將
劉
亞
匾
、
即

行
正
法
示
眾
。
俾
內
地
棍
徒
。
知
所
儆
懼
。
而
夷
商
等
、
共
識
朝
廷
威
德
。
詭
計
固
難
倖
售
。
榷
政
益
以
肅
清
。
庶
執
法
平
情
。
均

歸
允
協
。
將
此
詳
悉
傳
諭
朝
銓
等
知
之
。

（
45
）

洪
任
輝
の
告
発
事
件
を
調
査
し
て
行
く
と
、
そ
の
中
に
四
川
省
出
身
の
劉
亞
匾
が
登
場
す
る
。
劉
亞
匾
は
、
外
国
商
人
と
取
引
を
し
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
罪
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

洪
任
輝
の
罪
は
許
し
が
た
く
、
死
罪
に
は
至
ら
な
い
の
は
、
外
国
人
で
あ
る
た
め
で
、
澳
門
に
お
い
て
三
年
間
の
拘
束
の
後
に
、
本
国

へ
強
制
送
還
さ
れ
た
。
中
国
国
内
の
滞
在
を
許
さ
ず
、
商
業
活
動
も
禁
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
五
百
九
十
八
、
乾
隆
二
十
四
年
十
月
辛
巳
（
四
日
）
に
は
、
汪
聖
儀
の
訊
問
の
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

又
諭
、
據
陳
宏
謀
奏
、
查
夷
商
訐
控
案
內
。
應
行
質
訊
之
婺
源
縣
生
員
汪
聖
儀
父
子
。
而
汪
聖
儀
已
於
八
月
間
、
得
有
廣
東
信
息
。

先
已
潛
逃
。
旋
經
緝
獲
。
押
解
赴
粵
等
語
。
汪
聖
儀
、
若
與
該
夷
商
洪
任
輝
、
別
無
潛
行
結
交
情
獘
。
何
必
聞
信
輒
行
逃
避
。
而
廣

東
亦
即
有
先
期
傳
遞
消
息
者
。
此
等
行
蹤
詭
祕
。
不
可
不
悉
心
究
治
。
以
儆
奸
回
。
現
據
陳
宏
謀
管
解
來
粵
。
傳
諭
朝
銓
等
、
到
日

即
詳
細
研
鞫
。
務
得
實
情
。
即
使
汪
聖
儀
父
子
、
於
本
案
實
無
商
謀
情
事
。
而
身
厠
青
衿
。
行
止
不
端
。
亦
即
當
治
以
聞
信
脫
逃
之

罪
。
毋
使
倖
免
。
其
第
四
子
汪
錦
鰲
、
即
汪
蘭
秀
。
先
已
運
貨
赴
粵
。
既
據
該
撫
咨
明
該
省
查
拏
。
並
著
朝
銓
等
、
一
併
密
拏
詳
究
。

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
（
松
浦
）
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毋
任
漏
信
遠
颺
。

（
46
）

陳
宏
謀
の
外
国
商
人
の
告
発
状
の
提
出
に
よ
る
調
査
か
ら
、
婺
源
縣
生
員
汪
聖
儀
父
子
へ
の
訊
問
に
よ
っ
て
、
汪
聖
儀
は
す
で
に
八
月

に
廣
東
に
つ
い
て
の
情
報
を
持
っ
て
最
初
に
逃
亡
し
た
が
、
捕
縛
さ
れ
た
。
汪
聖
儀
は
外
国
商
人
の
洪
任
輝
と
関
係
が
あ
っ
た
が
、
特
別

な
交
友
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
ぜ
逃
亡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
廣
東
で
は
、
事
前
に
情
報
を
渡
す

人
が
い
た
の
で
あ
っ
た
。
陳
宏
謀
に
よ
る
と
、
汪
聖
儀
父
子
で
さ
え
、
商
売
に
よ
る
陰
謀
は
な
か
っ
た
。
彼
の
四
子
で
あ
る
汪
錦
鰲
こ
と

汪
蘭
秀
が
、
最
初
に
廣
州
へ
出
荷
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

洪
任
輝
と
接
触
す
る
切
っ
掛
け
は
、
汪
蘭
秀
が
廣
州
へ
商
品
を
出
荷
し
て
洪
任
輝
と
出
会
う
機
会
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
六
百
五
、
乾
隆
二
十
五
年
（
一
七
六
〇
）
正
月
辛
未
（
二
十
五
日
）
条
に
、
汪
聖
儀
に
対
す
る
官
憲
の
追
及
が
行
わ

れ
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

諭
軍
機
大
臣
等
、
據
李
侍
堯
奏
、
查
審
汪
聖
儀
父
子
、
與
番
商
洪
任
輝
交
結
。
借
領
資
本
。
包
運
茶
葉
。
深
屬
不
法
等
語
。
汪
聖
儀

身
列
成
均
。
輒
敢
潛
結
夷
商
。
領
本
交
通
。
營
私
射
利
。
且
一
聞
事
發
詭
計
潛
逃
行
同
鬼
蜮
。
現
經
粵
省
責
革
審
擬
定
罪
。
著
傳
諭

尹
繼
善
、
高
晉
將
該
犯
婺
源
本
籍
一
切
家
貲
財
產
慎
密
查
抄
。
無
任
稍
有
寄
頓
隱
匿
。
辦
畢
將
該
犯
照
部
議
發
遣
。
以
為
貪
利
狡

詭
、
潛
通
外
夷
者
戒
。

（
47
）

李
侍
堯
の
奏
摺
に
よ
っ
て
、
汪
聖
儀
父
子
は
洪
任
輝
か
ら
資
金
を
借
り
て
、
茶
葉
を
お
そ
ら
く
廣
州
へ
運
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

こ
と
は
違
法
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
汪
聖
儀
の
出
身
地
に
あ
る
家
族
の
す
べ
て
の
財
産
を
慎
重
に
調
査
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
関
し
て
『
乾
隆
上
諭
档
』
第
三
冊
に
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
乾
隆
帝
の
上
諭
と
し
て
見
ら
れ
る
。

大
学
士
公
傅

大
学
士
来

字
寄

両
江
総
督
尹
（
尹
継
善
）
安
徽
巡
撫
高
（
高
晋
）
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西
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乾
隆
二
十
五
年
正
月
二
十
五
日
、
奉
上
諭
、
據
李
侍
堯
奏
、
查
審
汪
聖
儀
父
子
、
與
番
商
洪
任
輝
交
結
、
借
領
貲
本
、
包
運
茶
葉
、

深
属
不
法
等
語
。
汪
聖
儀
身
列
成
均
、
輙
敢
潜
結
夷
商
、
領
本
交
通
、
営
私
射
利
、
且
一
聞
事
。
發
詭
計
潜
逃
行
同
鬼
蜮
、
現
在
粵

省
責
革
審
擬
定
罪
、
著
傳
諭
尹
継
善
・
高
晋
、
将
該
犯
婺
源
本
籍
一
切
家
貲
財
産
、
慎
密
查
抄
、
無
任
稍
有
寄
頓
隠
匿
辦
畢
、
將
該

犯
照
部
議
發
遣
、
以
爲
貪
利
狡
詭
、
潜
通
過
外
夷
者
戒
、
欽
此
、
遵
旨
、
寄
信
前
來
。

（
48
）

汪
聖
儀
の
郷
里
で
あ
る
婺
源
縣
の
本
籍
に
あ
る
一
切
の
家
貲
財
産
の
調
査
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
廣
東
貿
易
に
お
け
る
行
商
を
除
く
中
国
国
内
の
商
人
と
外
国
商
人
と
の
接
触
を
厳
禁
す
る
方
策
が
取
ら
れ
た
。

『
乾
隆
朝
上
諭
檔
』
第
三
冊
、
乾
隆
二
十
六
年
（
一
七
六
一
）
十
一
月
辛
亥
（
十
七
日
）
条
に
見
え
る
。

大
学
士
公
傅

大
学
士
來

字
寄

兩
廣
総
督
蘇
（
蘇
昌
）
廣
東
巡
撫
（
託
恩
多
）
粵
海
關
監
督
尤
（
尤
拔
世
）

乾
隆
二
十
六
年
十
一
月
十
七
日
奉
上
諭
、
蘇
昌
等
奏
酌
辦
夷
情
一
摺
、
其
於
𠸄
咭
唎
夷
商
投
遞
番
文
、
懇
求
釋
放
洪
任
輝
、
及
請
免

歸
公
規
例
等
事
。
該
督
持
正
駮
回
、
辦
理
甚
當
、
第
不
准
夷
人
進
見
、
及
擬
發
回
文
詞
語
、
未
免
跡
涉
選
懦
。
尚
失
嚴
正
剴
、
切
駕

馭
外
夷
之
道
。
夷
商
來
粵
貿
易
、
惟
在
該
監
督
等
、
飭
令
行
商
公
平
交
易
、
不
可
圖
占
便
益
、
俾
得
速
為
銷
售
、
早
整
歸
棹
。
若
該

商
等
、
稍
有
不
知
安
分
之
處
、
仍
宜
嚴
加
約
束
示
之
體
制
、
至
國
家
四
海
之
大
內
地
所
產
、
何
所
不
有
所
以
准
通
洋
船
者
、
特
係
懷

柔
遠
人
之
道
則
然
。
乃
該
夷
來
文
內
、
有
與
天
朝
有
益
之
語
。
該
督
等
不
但
當
行
文
籠
、
統
駁
飭
并
宜
明
、
切
曉
諭
使
知
、
來
廣
貿

易
、
實
為
夷
眾
有
益
、
起
見
天
朝
、
並
不
藉
此
、
些
微
遠
物
也
。
若
伊
等
果
有
面
稟
監
督
之
事
、
原
不
妨
令
其
進
見
、
以
通
夷
情
、

若
拒
而
不
納
。
轉
似
有
所
顧
忌
、
並
致
行
商
通
事
人
等
、
得
以
乘
間
、
滋
事
殊
多
未
協
。
該
督
等
、
既
欲
俟
夷
船
歸
國
、
給
發
回
文
。

著
將
此
詳
悉
傳
諭
蘇
昌
・
託
恩
多
・
尤
拔
世
。
令
將
回
文
、
改
寫
得
體
。
再
行
給
發
、
欽
此
遵
旨
、
寄
信
前
來
。

（
49
）

英
国
商
人
が
洪
任
輝
の
釈
放
と
公
的
規
制
の
免
除
を
嘆
願
し
た
。
海
關
監
督
は
外
国
人
の
進
見
は
許
可
さ
れ
て
い
な
い
と
し
た
。
し
か

し
行
商
に
公
平
な
交
易
を
行
う
よ
う
に
指
示
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
（
松
浦
）
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四

結
語

清
代
に
お
け
る
廣
州
で
の
貿
易
に
関
す
る
梁
廷
枏
の
『
粵
海
關
志
』
卷
二
十
五
、
行
商
に
よ
る
と
、

臣
謹
按
、
國
朝
設
關
之
初
、
番
舶
入
市
者
僅
二
十
餘
柁
。
至
則
勞
以
牛
酒
、
令
牙
行
主
之
、
沿
明
之
習
、
命
曰
十
三
行
。
…
得
居
停

十
三
行
、
餘
悉
守
舶
、
…
乾
隆
初
年
、
洋
行
有
二
十
家
、
…
至
二
十
五
年
、
洋
商
立
公
行
、
専
辦
夷
船
貨
税
、
謂
之
外
洋
行
。
…
凡

粵
東
洋
商
承
保
税
餉
、
責
成
管
關
監
督
、
於
各
行
商
中
、
撰
其
身
家
殷
實
、
居
心
誠
篤
者
、
選
派
一
二
人
、
令
其
總
辦
洋
行
事
務
、

并
將
所
選
總
商
名
姓
報
部
備
查
。

（
50
）

と
あ
る
よ
う
に
、
清
代
に
お
い
て
外
国
船
が
廣
州
に
到
着
す
る
と
、
そ
れ
を
担
当
し
た
の
は
十
三
行
、
後
に
洋
商
、
洋
行
、
公
行
、
ま
た

外
洋
行
と
呼
称
さ
れ
た
廣
州
の
牙
行
で
あ
っ
た
。
そ
の
行
商
を
監
督
し
た
の
が
粵
海
關
監
督
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
清
政
府
の
廣
州
貿
易
に
お
い
て
、
欧
州
の
外
国
商
人
と
交
易
を
行
え
る
の
は
、
政
府
か
ら
許
可
さ
れ
た
行
商
、
い
わ
ゆ
る
十

三
行
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
た
め
英
国
商
人
洪
任
輝
が
、
行
商
を
飛
び
越
え
て
、
中
国
内
地
の
商
人
と
直
接
交
易
を
す
る
こ
と
は
、
清
政
府
の
認
め
る
と
こ
ろ

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
敢
え
て
、
廣
州
の
商
人
等
か
ら
情
報
を
得
て
、
廣
州
へ
徽
州
か
ら
茶
葉
を
将
来
す
る
徽
商
の
汪
聖
儀
親
子
と
結

び
つ
き
、
英
国
が
輸
入
す
る
茶
葉
の
確
保
を
図
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
事
前
に
洪
任
輝
は
汪
聖
儀
に
資
金
を
貸
与
し
た
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
商
人
と
の
接
触
が
出
来
な
い
中
で
、
そ
れ
を
敢
え
て
犯
し
た
の
が
、
徽
商
の
汪
聖
儀
父
子
で
あ
っ

た
。
彼
等
は
外
国
商
人
、
こ
こ
で
登
場
す
る
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
結
び
つ
き
彼
か
ら
「
借
領
資
本
。
包
運
茶
葉
」
と
、

資
金
を
借
り
て
茶
葉
の
取
引
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

汪
聖
儀
親
子
が
廣
州
へ
将
来
し
た
茶
葉
は
、
安
徽
省
徽
州
の
銘
茶
と
さ
れ
る
英
文
名
Singlo
と
呼
称
さ
れ
た
休
寧
縣
一
带
で
生
産
さ

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
三
巻
第
一
・
二
合
併
号
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れ
た
松
蘿
茶
葉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
⚑
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
二
月
、
六
五
〇
頁
。

（
⚒
）
松
浦
章
『
近
世
東
ア
ジ
ア
海
域
の
文
化
交
渉
』
二
〇
一
〇
年
一
一
月
、
三
一
一
～
三
一
六
頁
。

（
⚓
）
婺
源
縣
は
、
現
在
は
江
西
省
上
饒
市
に
属
す
る
が
、
清
代
は
安
徽
省
徽
州
府
に
属
し
て
い
た
。

（
⚔
）『
清
實
錄
』
第
一
七
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
九
）、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
二
月
、
二
五
九
頁
。

（
⚕
）『
清
實
錄
』
第
一
一
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
三
）、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
一
一
月
、
五
四
五
頁
。

（
⚖
）『
清
實
錄
』
第
一
四
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
六
）、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
二
月
、
一
一
五
四
頁
。

（
⚗
）
武
進
陞
摺
「
乾
隆
朝
外
洋
通
商
案
」『
史
料
旬
刊
』
天
三
百
五
十
四
。
故
宮
博
物
院
編
『
史
料
旬
刊
』
第
一
冊
、
北
京
圖
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
一
月
、

七
四
七
頁
。

（
⚘
）『
史
料
旬
刊
』
天
三
百
五
十
四
、
故
宮
博
物
院
編
『
史
料
旬
刊
』
第
一
冊
、
七
四
九
頁
。

（
⚙
）
楊
應
琚
摺
二
「
乾
隆
朝
外
洋
通
商
案
」、『
史
料
旬
刊
』
天
三
百
五
十
八
。
故
宮
博
物
院
編
『
史
料
旬
刊
』
第
一
冊
、
七
五
四
～
七
五
五
頁
。

（
10
）
H
.B.M
orse,T
he
chroniclesofthe
E
astIndia
Com
pany
trading
to
China
1635-1834,V
ol.I,1925,p.296.

中
国
海
關
史
研
究
中
心
組
譯
、［
美
］
馬
士
著
『
東
印
度
公
司
対
華
貿
易
編
年
史
（
一
六
三
五
～
一
八
三
四
年
）』
第
一
、
二
巻
、
中
山
大
学
出
版
社
、
一

九
九
一
年
一
二
月
、
二
九
八
頁
。

（
11
）『
史
料
旬
刊
』
天
三
百
五
十
七
、
故
宮
博
物
院
編
『
史
料
旬
刊
』
第
一
冊
、
七
五
三
頁
。

（
12
）『
史
料
旬
刊
』
天
六
百
五
十
七
、
故
宮
博
物
院
編
『
史
料
旬
刊
』
第
二
冊
、
六
一
三
頁
。

（
13
）
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
所
蔵
、
宮
中
硃
批
奏
摺
、
四
全
宗
三
五
号
巻
九
号
檔
案
に
よ
る
。

（
14
）
国
立
故
宮
博
物
院
編
『
宮
中
檔
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
四
輯
、
国
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
八
三
年
六
月
、
六
九
一
頁
。

（
15
）
国
立
故
宮
博
物
院
編
『
宮
中
檔
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
四
輯
、
八
三
七
頁
。

（
16
）
A
nthony
Farrington,Catalogue
ofE
astIndia
Com
pany
Ship’sJournalsand
Logs1600-1834,T
he
British
Library,London,p.289.

（
17
）
矢
野
仁
一
『
ア
ヘ
ン
戦
争
と
香
港
』
弘
文
堂
、
一
九
三
九
年
七
月
初
版
、
中
公
文
庫
、
一
九
九
〇
年
二
月
、
三
一
～
三
二
頁
。

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
（
松
浦
）
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（
18
）
Sam
uelCooling,T
he
E
ncyclopedia
Sinica,O
riginally
published
by
K
elly
and
W
alsh,Ltd,Shanghai,1917,GlobalO
rientalLtd,U
K
,

2007,p.185.

（
19
）
林
樹
恵
「
康
乾
時
期
英
船
在
中
国
沿
海
的
活
動
」『
南
開
学
報
』
一
九
八
二
年
第
五
期
（
総
四
九
期
）、
三
四
～
四
〇
頁
。

（
20
）
林
樹
恵
「
康
乾
時
期
英
船
在
中
国
沿
海
的
活
動
」
三
七
～
三
九
頁
。

（
21
）
陳
東
林
・
李
丹
彗
「
乾
隆
限
令
廣
州
一
口
通
商
政
策
及
英
商
洪
任
輝
事
件
述
論
」『
歴
史
檔
案
』
一
九
八
七
年
第
一
期
（
二
月
）、
九
四
～
一
〇
一
頁
。

（
22
）
林
健
「
洪
任
輝
案
―
兼
論
乾
隆
時
期
的
対
外
貿
易
政
策
」『
清
史
研
究
集
』
第
六
輯
、
一
九
八
八
年
八
月
、
二
六
五
～
二
七
九
頁
。

（
23
）『
清
實
錄
』
第
一
五
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
七
）、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
二
月
、
五
二
二
頁
。

（
24
）『
宮
中
檔
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
一
五
輯
、
国
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
八
三
年
七
月
、
一
五
二
頁
。

（
25
）『
清
實
錄
』
第
一
五
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
七
）、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
二
月
、
一
〇
二
三
～
一
〇
二
四
頁
。

（
26
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
二
月
、
五
五
一
頁
。

（
27
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
五
九
〇
～
五
九
一
頁
。

（
28
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
六
二
〇
頁
。

（
29
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
六
二
七
～
六
二
八
頁
。

（
30
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
六
五
〇
～
六
五
一
頁
。

（
31
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
六
七
六
頁
。

（
32
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
七
九
三
～
七
九
四
頁
。

（
33
）
H
.B.M
orse,T
he
chroniclesofthe
E
astIndia
Com
pany
trading
to
China
1635-1834,V
ol.I,1925,p.291.

馬
士
（
H
.B.M
orse）『
東
印
度
公
司
対
華
貿
易
編
年
史
』
第
一
巻
、
第
二
十
八
章
、
二
九
三
頁
。

Sam
uelCooling,T
he
E
ncyclopedia
Sinica,T
ea,p.551.

（
34
）
中
国
農
業
百
科
全
書
編
輯
部
編
『
中
国
農
業
百
科
全
書

茶
業
巻
』
農
業
出
版
社
、
一
九
八
八
年
一
二
月
、「
休
寧
松
蘿
（
X
iuning
songlou）」、
三
一

二
頁
。

（
35
）『
清
實
錄
』
第
一
七
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
九
）、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
二
月
、
二
五
九
～
二
六
〇
頁
。

（
36
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
六
一
九
頁
。

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
三
巻
第
一
・
二
合
併
号

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第73巻第⚑・⚒合併号／
松浦 章 最終⚓校／通し

二
八

最終⚓校／通し



（
37
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
六
五
〇
頁
。

（
38
）
安
徽
省
『
婺
源
縣
志
』
中
国
方
志
叢
書
・
華
中
地
方
・
第
六
七
六
号
、
第
一
册
、
成
文
出
版
社
、
一
九
八
五
年
三
月
、
一
頁
。

（
39
）
安
徽
省
『
婺
源
縣
志
』
中
国
方
志
叢
書
・
華
中
地
方
・
第
六
七
六
号
、
第
一
册
、
二
二
九
頁
。

（
40
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
六
五
〇
～
六
五
一
頁
。

（
41
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
六
五
一
頁
。

（
42
）
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館

硃
批
奏
摺

外
交
類
四
-三
七
-三
檔
案
。

（
43
）『
史
料
旬
刊
』
天
九
五
、
故
宮
博
物
院
編
『
史
料
旬
刊
』
第
一
冊
（
全
四
冊
）
北
京
圖
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
一
月
、
二
〇
一
頁
。

（
44
）
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館

硃
批
奏
摺

外
交
類
四
-三
七
-四
檔
案
。

（
45
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
六
七
六
頁
。

（
46
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
六
七
七
～
六
七
八
頁
。

（
47
）『
清
實
錄
』
第
一
六
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
八
）、
七
九
三
～
七
九
四
頁
。

（
48
）『
乾
隆
上
諭
档
』
第
三
冊
、
檔
案
出
版
社
、
一
九
九
一
年
六
月
、
三
八
五
頁
。

（
49
）
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
編
『
乾
隆
朝
上
諭
檔
』
第
三
冊
、
檔
案
出
版
社
、
一
九
九
一
年
六
月
、
七
七
四
頁
。

『
高
宗
實
錄
』
卷
六
百
四
十
九
、
乾
隆
二
十
六
年
（
一
七
六
一
）
十
一
月
辛
亥
（
十
七
日
）、『
清
實
錄
』
第
一
七
冊
、「
高
宗
實
錄
」（
九
）、
二
五
九
～
二

六
〇
頁
。

（
50
）
梁
廷
枏
総
纂
、
袁
鍾
仁
校
注
『
粵
海
關
志
』（
廣
州
史
志
叢
書
）
廣
東
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
二
月
、
四
九
一
頁
。

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
洪
任
輝
と
徽
商
汪
聖
儀
（
松
浦
）
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